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建 設 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２１年３月１６日（月）午前１０時　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　３時１分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 山本靖一  副委員長 野原　修  委　　員 木村勝彦

委　　員 南野直司  委　　員 原田　平 

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正

都市整備部長　中谷久夫

土木下水道部長　粟屋保英 同部次長　宮川茂行 下水道業務課長　石川裕司

同課参事　芳浦定行 下水道整備課長　渡辺勝彦 同課参事　西村克己

下水道管理課長　山口　繁 同課参事　渡場修一 同課参事　川上昭人

水道部長　中岡健二 同部次長兼総務課長　乾　富治 総務課参事　東田眞介

営業課長　松井　進 工務課長　原　正己 浄水課長　林　昇

１．出席した議会事務局職員

事務局長　岸本文夫 同局書記　湯原正治

１．審査案件（審査順）

議案第　１号　平成２１年度摂津市一般会計予算所管分

議案第１０号　平成２０年度摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分

議案第　６号　平成２１年度摂津市公共下水道事業特別会計予算

議案第１４号　平成２０年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）

議案第　２号　平成２１年度摂津市水道事業会計予算

議案第１１号　平成２０年度摂津市水道事業会計補正予算（第２号）
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（午前１０時　開会）

○山本靖一委員長　おはようございます。

　ただいまから建設常任委員会を開会し

ます。

　本日の委員会記録署名委員は、木村委

員を指名します。

　議案第６号及び議案第１４号の審査を

行います。

　本２件のうち、議案第１４号について

は、補足説明を省略し、議案第６号につ

いて補足説明を求めます。

　粟屋土木下水道部長。

○粟屋土木下水道部長　おはようござい

ます。議案第６号、平成２１年度摂津市

公共下水道事業特別会計予算につきまし

て、目を追って主なものについて補足説

明をさせていただきます。

　１２ページをお開き願います。

　まず、歳入でございますが、款１、分

担金及び負担金、項１、負担金、目１、

公債費負担金は、前年度に比べ７３９万

円の減額となっております。これは、吹

田市及び茨木市の下水が、一部本市の公

共下水道管に流入するため、両市より、

当該公共下水道管の起債償還にあわせて

負担金を徴収しているもので、起債償還

金の減少に伴い、負担金額が減少するも

のでございます。

　目２、受益者負担金は、前年度に比べ

１,３５６万円の減額で、これは賦課面

積の減少によるものでございます。

　款２、使用料及び手数料、項１、使用

料、目１、下水道使用料は、前年度に比

べ３,５００万円の増額で、これは、下

水道接続件数の増加等を見込んだもので

ございます。

　項２、手数料、目１、下水道手数料は、

指定工事店や責任技術者の登録手数料な

どで、前年度と同額でございます。

　款３、国庫支出金、項１、国庫補助金、

目１、下水道事業費国庫補助金は、前年

度と同額でございます。

　１４ページ、款４、繰入金、項１、目

１、一般会計繰入金は、前年度に比べ９,

９４２万２,０００円の減額で、これは、

下水道使用料収入及び資本費平準化債等

の増加に伴うものでございます。

　款５、諸収入、項１、資金貸付金返還

収入、目１、水洗便所改造資金貸付金返

還収入は、前年度に比べ８２万円の減額

で、これは貸付件数の減少によるもので

ございます。

　項２、目１、雑入は、前年度と同額で

ございます。

　款６、市債、項１、市債、目１、下水

道債は、前年度に比べ３，５９０万円の

増額で、これは資本費平準化債の増加に

よるものでございます。

　次に歳出でございますが、１６ページ、

款１、下水道費、項１、目１、下水道総

務費では、総務係と管理係の人件費ほか、

節１９、負担金、補助及び交付金では、

日本下水道協会及び日本下水道事業団等

に対する負担金、節２７、公課費では、

消費税及び地方消費税でございます。前

年度に比べ４，２６１万２，０００円の

減額で、これは主に公課費の減額による

ものでございます。

　項２、下水道事業費、目１、下水道管

理費では、下水道施設の維持管理費が主

な内容で、１７ページ、節１１、需用費

では、下水道施設に係る高熱水費や修繕

料など、１９ページ、節１３、委託料で

は、下水道使用料の徴収事務委託料ほか、

集中管理室、ポンプ場、ガランド施設等

の維持管理に係る委託料、管渠等の調査

委託料など、節１８、備品購入費では、

軽貨物車１台の購入、節１９、負担金、

補助及び交付金では、安威川流域下水道

維持管理負担金など、節２１、貸付金で
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は、水洗便所改造資金貸付金でございま

す。前年度に比べ、３，４５５万３，０

００円の増額で、これは安威川流域下水

道維持管理負担金の増加等によるもので

ございます。

　目２、下水道整備費は、下水道整備に

係る人件費ほか、２１ページ、節１３、

委託料では、工事設計外委託料など、節

１５、工事請負費では、公共下水道の工

事請負費、節１９、負担金、補助及び交

付金では、安威川流域下水道建設負担金、

節２２、補償、補填及び賠償金では、下

水道工事に伴う水道管等の移設費でござ

います。前年度に比べ５，３７５万５，

０００円の減額で、これは公共下水道及

び流域下水道の整備費の減額によるもの

でございます。

　款２、公債費、項１、公債費、目１、

元金は、公共下水道事業債、流域下水道

事業債、資本費平準化債及び公営企業借

換債の元金償還金で、前年度に比べ１億

７，５４１万円の増額でございます。

　目２、利子は、前年度に比べ１億６，

３８８万８，０００円の減額でございま

す。

　２２ページ、款３、予備費、項１、目

１、予備費は、前年度と同額でございま

す。

　なお、給与費明細書につきましては、

２４ページから３１ページに、債務負担

行為の調書につきましては、３２、３３

ページに、地方債に関する調書につきま

しては、３４、３５ページに記載いたし

ておりますので、ご参照賜りますようお

願い申し上げます。

　以上、補足説明とさせていただきます。

○山本靖一委員長　質疑に入ります。

　南野委員。

○南野直司委員　おはようございます。

　何点かお聞きしたいと思います。まず、

予算書の１７ページですけども、負担金、

補助及び交付金ということで、６５万７，

０００円の計上をしておられます。その

中で、日本下水道協会負担金等々ですね、

日本下水道協会関西地方支部負担金、ま

た日本下水道協会大阪府支部負担金、そ

れから日本下水道事業団負担金とござい

ますけども、その辺の中身についてお聞

きしたいと思います。

　それから、１９ページの節１３、委託

料の中の、不明水対策調査委託料１，０

３０万円の計上をしていただいておりま

すけども、テレビカメラ等を設置されて

というふうに認識しているのですけども、

どの辺の場所とか、具体的な部分をお聞

きしたいと思います。

　それからその次に、節１９の負担金、

補助及び交付金、その中の水洗便所改造

助成金１５０万円、それから節２１の貸

付金、６７５万円、水洗便所改造資金貸

付金ということで計上していただいてお

ります。今後どのような見込みであるの

か。その点をお聞きしたいと思います。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　私の方から、負

担金、補助の関係で説明をさせていただ

きます。

　日本下水道協会負担金と関西地方支部

と大阪府支部、三つに分かれております。

これは、下水道協会の定款の中で、協会

の入会時に、地方支部、それから都道府

県支部に所属することとなっているもの

でございます。

　具体の中身でございますけども、下水

道協会の場合は、下水道に関する調査・

研究、普及促進、公共用水域の水質保全

等により、国民の生活の向上に寄与する

ことを目的に設立されておられまして、

経営ですとか技術、それから器材の調査・

研究、委託による下水道の設計・調査、
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下水道施策についての政府等への陳情、

それから施設の見学・講演会等。これが、

協会単位、関西地方支部ですとか、大阪

府支部等で、それぞれ行われているとい

う内容でございます。

　それから、下水道事業促進協議会負担

金でございますけども、これは、府内の

下水道事業の促進に向けて、会員相互の

密接な連携を図ることを目的に設立され

たもので、中身としましては、政府等へ

の要望活動、それから宣伝・広報、建設

や維持管理について連絡調整を行われて

いるほか、技術的問題の調査・研究、さ

らに講演会、講習会等が開催されており

ます。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　私の方から、不

明水対策調査委託料１，０３０万円につ

いてご説明をさせていただきます。

　まず、テレビカメラ調査で７００万円

を計上させていただいております。

　それと、管渠目視調査で３３０万円を

計上させていただいております。

　この不明水調査は、平成１４年度より

調査を開始いたしております。本年度、

２１年度の予算計上させていただいてお

ります箇所でございますが、ＴＶの管内

調査約４キロメーターを計上させていた

だいております。場所は、府道八尾茨木

線より以東の区画整理事業の中の汚水管

の調査を行います。

　それと、人孔内目視調査の分でござい

ますが、約４００か所、府道をメーンに

考えております。

○山本靖一委員長　芳浦参事。

○芳浦下水道業務課参事　まず１点目の、

水洗便所の助成金の件でお話させていた

だきます。下水道の普及率のアップとと

もに、排水設備の改善の申請件数も減少

傾向にあります。本年は、申請件数２０

０件余りと想定しておりまして、予算を

組んでおります。

　それで、過去の推移から見ましても、

実績から見ましても、やはり助成件数に

つきましては、例えば１８年度ですと、

トータルで１３０件ですね。くみ取りと

浄化槽がございます。１９年度で８０件、

ですから、ことしですと、２０年１月末

なのですけども、５９件ということで、

やはり件数が普及率とともに減っており

ます。

　それから、今後も、やはり普及率も９

７％になっておりますので、件数は少な

くなるように想定をしております。

　それから、貸付金の件でございますけ

ども、今、私どもの方では、くみ取り便

所の方については、１件当たり３０万円

を限度に、それから浄化槽につきまして

は、２５万円を限度に貸付制度をやって

おりますが、やはりこちらの方も、近年

の普及率のアップとともに貸付申込の件

数も少なくなっております。また、希望

者の方も少なくなっているのが実情でご

ざいます。

　そして、ことしにつきましては、１５

件の３７５万を計上させていただいた次

第でございます。

○山本靖一委員長　南野委員。

○南野直司委員　ありがとうございます。

　１点目の日本下水道協会負担金等々の

ご説明いただきまして、理解いたしまし

た。その中で、講演会とか講習会とかご

答弁いただいたのですけども、もし、で

きれば、その中身なんかを聞かせていた

だければなと思います。よろしくお願い

します。

　それから、あと２点目の、不明水対策

調査委託料、場所等々ご説明いただきま

して、理解しました。この不明水に関し

て、例えばどんな状況が不明水になるの
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か。基本的な部分なのですけどね、教え

ていただきたいなと思います。

　それから３点目、水洗便所改造助成金

と水洗便所改造資金貸付金については、

理解しました。結構です。

　以上、よろしくお願いいたします。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　講演会、講習会

の内容でございますけども、例えば、当

該年度の予算内容についての説明ですと

か、あと下水道に係るさまざまな課題、

経営上の課題ですとか、合流改善ですか、

そういった下水道が抱えている課題につ

いて、講演、講習会等が開催されている

ということでございます。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　どのような部分

が不明水になるのかということでござい

ますけれども、管内調査、テレビカメラ

を中に入れていきまして、そこの中で見

ましたら、中で、管内の継ぎ手とか、そ

こら辺のところからが、水がちょっと噴

出してきているところもありますし、ま

た、水が出ているという状態もあります

し、また、管の中から木の根っこ等が出

てきています。それとあわせて水も出て

きていると。そういうのが管内で調査さ

れております。その部分を、次年度以降

となるのですけども、補修等をしている

ところでございます。

○山本靖一委員長　よろしいですか。ほ

かに。

　原田委員。

○原田平委員　２１年度の市長の市政方

針の中で、公共下水道にかかわる施策と

いうのですか、方針を述べられておりま

す。

　その中で、降雨時、異常降雨による各

水路の増水に備え、テレメーターの装置

を引き続き更新をするということと、東

別府地域の雨水対策に取り組んでいく。

また、水洗化率の向上に取り組むと。こ

ういう３点が述べられておられました。

　そこで、その方針に従いましてご質問

をしたいと思います。

　まず初めに、特に東別府地域のこの雨

水対策でありますが、当初より計画、あ

るいは調査等をやりながら、浸水対策に

備えていきたいというご説明であったの

でありますが、２１年度の事業としては、

２本の新幹線沿いの管渠を敷設をすると。

こういうことでありますが、これでそう

いった問題が解消できるのかどうか。一

つお尋ねをいたしたいと思いますし、既

に東別府の真ん中というたらあれですが、

そこに水路が計画されておられまして、

それをやはり急がなきゃならないという

ふうに今思うのでありますが、今回新幹

線沿いということでありますので、その

辺の説明をいただきたいと思います。

　それから、テレメーターの更新工事で

ありますが、これは１９年度の決算でい

ろいろとお聞かせをいただきましたし、

また、１２月の第４回定例会で一般質問

をいたしまして、非常に理解に苦しむと

ころがたくさんありまして、引き続いて

ご質問をさせていただきたいと思います

ので、お願いをしたいと思います。

　１９年度に、ああいった形で業者決定

がされたということで、２０年度はいわ

ゆる随意契約をされたと。２１年度は恐

らくどういう形をされようとしているの

か想像はつきます。随意契約をされよう

としている。１２月の議会の中で、副市

長から、この契約のあり方について検討

していきたいと。こういうことでありま

して、本日出席を願って、どういう方向

をされようとするのかお聞きをしたいと

いうふうに思っております。

　そこで、これまでに、水位通報装置の
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設置ということで、１８年度に４７７万

１，２００円をかけまして、市内４か所

の主要取水ゲートの工事をやられておら

れまして、それ以前にも、味生排水機場

の設置をやられております。そういった

ことで、これまでにも、いわゆる浸水対

策には十分に取り組んでおりますし、さ

らに、先般完成をいたしました番田水門

が完成をいたしまして、内水の対策は万

全に講じられたという状況でありまして、

そういった状況を踏まえますと、摂津市

内における浸水対策は、もう十分にされ

てきたというふうに今感じまして、内水

対策の負担金でも、年間１，０００万円

ほど余り負担をしなければならないと。

新たな負担が出てきておりますし、そう

いった意味で、これまでの経費節減にや

はり努力をしながら、そういったことに

取り組んでいかなければならないという

ふうに思うのでありますが、担当のご意

見をお聞かせをいただきたいと思います。

　また、それはそういうことでお聞きを

いたしたいと思います。水質分析委託料

ということで４５０万円が計上されてい

ます。１９年度決算では２５３万７，３

２５円ということで、関西環境管理技術

センターに委託をされておられます。こ

れも１９年度の決算でご質問をいたしま

したが、非常に水道部の、この検査項目

から比較をすると、非常に高額であると

いうふうに僕は感じたわけであります。

いろいろ分析の内容も踏まえていくと、

非常にこの委託料は高いのではないかと

いうふうに今感じながら、さらにそこか

ら、２００万余りまた増額をされていま

す。これについての説明をいただきたい

と思います。

　それから、安威川流域下水道のこの負

担金でありますが、維持負担金６億２，

０３７万８，０００円ということであり

まして、増額をされてきておりますし、

また建設負担金ということで、８，００

０万余りがまた出てきておりますし、今

後の見通し、いわゆる府の方に移管をさ

れるということでありまして、そういっ

た経費については、軽減をされていくと

いうふうにお聞きをしておったのであり

ますが、既にふえてきている状況であり

ますが、ご説明をいただきたいと思いま

す。

○山本靖一委員長　渡辺課長。

○渡辺下水道整備課長　それでは、原田

委員の１点目、東別府の雨水対策につい

てということでご答弁を申し上げたいと

思います。

　ご存じのとおり、汚水の普及率自体は

見込みで９７％と、高普及率にはなった

のですが、雨水の整備率といたしまして

は、まだ、全体的に５４．４％。地域別

で申し上げますと、合流区域は９４．１

％、分流区域、安威川の以南区域で３３．

７％と、今現在、公共下水道の雨水幹線

の整備がほとんどできていない状況下に

ございます。

　そんな中で、先ほどの東別府地域でご

ざいますが、昨今宅地化が進みまして、

今まで雨水を抱いておりました田畑等が

なくなる中で、非常に今の排除に使って

おります農業用水路、これの能力がちょっ

と不安になってきているという状況下に

もございます。

　そんな中で、２０年度、東別府雨水幹

線の基本設計委託業務、これを発注させ

ていただいております。現実、今の財政

状況の中では、なかなか幹線整備、即着

手できるかというと、なかなかできない

状況下にございます。

　そんな中、いろいろ財政状況を見据え

た中で、早期に、スムーズに着手をして

いくがための実施設計委託。これを実施
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させていただいたような状況でございま

す。

　その中で、今の東別府地域の危険箇所、

このあたりも調査をかけさせていただき

ました。

　そんな状況の中で、今回、平成２１年

度の事業として上げさせていただいてお

ります新幹線側道管、こちらの方が、降

雨時、かなり水はけが悪く、車両の通行

にも危険を及ぼしているような状況でご

ざいますので、また南野委員の方のご要

望等もございました。そんな状況の中で、

２１年度、路線にしまして２路線、延長

にしまして２００メーター弱の延長で実

施をさせていただこうと予定をさせてい

ただいているような状況でございます。

　先ほどの、恐らく水神木水路のことだ

と思うのですが、そちらの方には、今の

東別府雨水幹線、これが埋設される予定

ではあります。それの事前の委託を２０

年度行わせていただいた。しかし、事業

化となりますと、非常にやはり莫大な金

がかかってまいります。そんな状況の中

で、今後、市の財政等を見据えた中での

発注、そのあたりも考えてまいりたいと

いうふうに考えております。よろしくお

願いいたします。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　安威川流域の維

持管理負担金、それから建設負担金の内

容についてご説明申し上げます。

　安威川流域の維持管理負担金は、２０

年度と比べまして、２１年度が約５，０

００万程度増加しております。中央処理

区全体で見ましても、８．６％、２億５，

０００万近い増加となっておりまして、

その原因につきましては、一つは、コー

クスなど燃料費が１７．１％、金額にし

て４，７８０万円、中央処理区全体の金

額でございますけども、燃料費が高騰し

ているということ。

　それから、燃料費以外にも、薬品費、

これが２４％上昇しておりまして、金額

にしまして３，５００万円。

　さらに委託費が、前年よりも８，４０

０万円ほど増加しております。これは、

前年、２０年度が、暫定予算の関係で契

約金額を計上されていたと。それに対し

て、２１年度については、設計金額、こ

れを計上しているということで、落札差

金等が考慮されていない金額ということ

で、前年度より増額をしているというこ

とでございます。

　さらに補修費。これが、前年と比べま

して８，１００万円、８５．３％増加し

ております。これにつきましては、２０

年度に燃料費等がかなり高騰し、そのま

まいってしまうと、関連市町の流域負担

金が大幅に増加してしまうということで、

それを避ける意味で、大阪府の方では、

２１年度の債務負担行為を設定されまし

て、２１年度、２か年の支払いというこ

とで、２１年度については、２０年度に

設定された債務負担の支払いが発生する

ということから、補修費が増加しており

ます。

　建設負担金につきましては、大阪府の

方では、できるだけ工事というのは平準

化したいという考えではあるのですけど

も、中央であるとか、摂津ポンプ場、味

舌ポンプ場、それぞれ関連市町の負担割

合が違うと。全体で見れば平準化はされ

ているのですけども、どうしても各市町

間で見るとなかなか平準化というのは難

しいのだと。こういう説明なのですけど

も。

　今後とも、流域の維持管理負担金につ

いては、できるだけ大規模な補修が発生

しないような維持管理に努めると。建設

負担金についても同様に、できるだけ平
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準化に努めていくと。こういうことで大

阪府の方からは聞いております。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　まず、集中管理

室のテレメーター装置更新工事の２１年

度の契約方法についてでございますが、

競争の原理がはたらくよう、契約方法に

つきましては、契約担当課とも協議を行

いまして、検討を行ってまいりたいと考

えております。ただ、この装置でござい

ますが、装置のシステムですが、まず操

作盤がありまして、それからコントロー

ルプログラムがありまして、それから親

局いきまして、ほんで子局いきまして、

子局からゲート等とか除塵機が稼働する

システムになっております。

　この装置の親機とコントロールプログ

ラムの間に違う機種を入れるようになり

ましたら、互換性を保つ機器を入れる必

要が生じてくるのです。ですから、現場

の集中管理室のところで見ますと、物理

的、それとですね、互換性の機器を入れ

るために、そのコスト面もあわせて今後

検討していきたいと思っておりますので、

その辺のところよろしくご理解のほどお

願いいたします。

　それと、平成１８年度に、集中管理室

の水位装置改造委託をさせていただいて

おります。この装置でございますが、常

時水位を監視いたしまして、降雨時にお

ける水路の水位の上昇を自動的に感知し

まして通報するシステムを構築しており

ます。市内に４か所の水位の感知すると

ころがあるのですけども、まず別府水路

の取水口と味生水路の取水口、それと岡

口水路、別府のところにある水路、それ

とガランド水路ですけども、その水路が、

異常な水位になりましたら、テレメーター

を介しまして、私らの携帯の方に電話が

入ってくるようになっています。それに

伴って、指示等を出して、ゲート等の開

閉もするように、１８年度にはさせてい

ただいております。

○山本靖一委員長　渡場参事。

○渡場下水道管理課参事　それでは、原

田委員の水質分析についてのご質問にお

答えしてまいります。これは、前回のと

きの説明と少し重複する部分があろうか

と思いますけども、ご了承願いたいと思

います。

　一応、私どもの水質分析をやっており

ますのは、公共下水道管に、悪水、異常

な水質の水が流れてきますと、管渠の維

持管理、あるいは老朽化を促進してしま

うということで、常に監視をするという

意味で水質分析をいたしているわけでご

ざいますけれども、その中で、私どもは、

毎月１回、流域との接続点１０か所のと

ころでしております。これは年１０回やっ

ておりまして、項目自体は５項目、一応

水質の基準の方で定められている５項目

をまずやっております。それと年２回、

これは重点調査と申しまして、同じ１０

か所、流域との接続点１０か所のところ

で、これも年２回ですけれども、これは

項目数が少し多目でございます、２６項

目について実施いたしております。

　それと、特に管渠に影響が及ぼすだろ

うというふうなことが思われる特定事業

場、これは水質汚濁防止法に定められて

いる特定施設を設置して排水している事

業所、ここからの排水についても、年２

回、月で申しますと８月と２月、この月、

先月やっているわけですけれども、それ

は、２３事業所の調査をしております。

これは８項目しております。特に、事業

所ですから、排水ですか、排除される恐

れのある薬品についても同じように追加

項目として挙げております。

　それと、流域の各市町村でやっており
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ます流入実態調査。これが年１回してお

ります。その４項目について、私どもの

方は、４調査について実施いたしており

まして、年間で通じて、月例調査につき

ましては５項目を１０か所。年１０回で

すから５００項目実施いたしております。

それから、重点調査につきましては、こ

れも１０項目で５項目をやっております

から、トータル的には５２０項目ほどし

ております。

　それから、特定事業場では、これ年間

２４０項目の調査をいたしております。

　そして、流入実態調査では、これは流

域関連で年１回ですけれども、２５項目、

合計、合わせて１，２８０項目ほど実施

いたしている状況です。

　１９年度には、委員おっしゃいました

ように、２５４万円ほどの調査費用を使

用しているわけです。それから２０年度

もほぼそのぐらいの金額になってこよう

かなというふうに考えているわけです。

　この調査に関しましては、水質の項目

の単価契約をしております。これは、私

どもが予定する以外の項目の調査をしな

ければならないということになれば、そ

の分を、随時緊急でまた出していきたい

ということで、分析項目の単価の契約を

年間を通じてやっております。

　委員おっしゃいました水道部との比較

でございますけれども、先般、水道部の

担当課長の方とお話をして、比較検討を

してまいりました。それぞれの要するに

分析の状況を、報告なり説明をしまして、

やってきたわけですけれども、水道部の

方では、ホームページなんかでもよく掲

載されていますけれども、トータル的に

１３１項目されておられる。その中には、

水道法で決める水質の基準というのが５

１項目ある中で、３８項目は自己分析さ

れている。あとの１３項目については委

託しておられる。それ以外に、要するに

管理目標、水質の管理目標としての項目

も挙げておられまして、トータル的には

１３１項目をやっておられるということ

です。

　私は、その協議の中で感じましたこと

なのですけれども、それぞれの担当部で

行っている水質分析と申しますのは、分

析の項目も方法も、あるいは検査の回数

も、また採水の箇所数などの方法なども

変わっておりまして、そのことが、業務

委託の費用の中に反映しているのではな

いかなというふうに考えている次第です。

○山本靖一委員長　内水対策に対する方

針、宮川次長の方から補足できますか。

○宮川土木下水道部次長　それでは、内

水対策に対します補足ということですの

で、内水につきましては、番田水門が完

成しております。それに絡みまして、昨

年の１２月、吹田市域ではありますが、

別府の浜町の先端の方に、安威川左岸ポ

ンプ場というのが完成しております。こ

の分で、安威川以南に対する、平成１１

年度で発生しております堰上げに伴いま

す浸水、この堰上げに関しては、かなり

安心度がといいますか、安全度が高まっ

たと。こういうふうに考えております。

　あと、公共下水道の内水対策。この部

分をどうするかということになってこよ

うかと思います。そのような形の中で、

今現在、我々は、東別府の方に非常に不

安感を持っているという状況でございま

す。ですから、先ほどの水位警報、これ

につきましても、別府を重点に押さえて

いるという状況です。すみやかに取水ゲー

トを開閉処理をしていきたいと。こうい

うふうに考えているような状況でして、

先ほど渡辺課長の方も申し上げましたよ

うに、今後、雨水幹線が整備できる時期

がくれば、それから検討するのではなし
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に、今現時点ででき得る範囲の中での雨

水対策を検討してまいりたい。それにあ

たっては、どういうふうな工法で、どう

いうふうなルートでというふうな形のも

のを検討していくと。こういうスタンス

を構えているという状況でございます。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　流域下水道への負担であ

りますが、かなり補修費が、あるいは燃

料費がアップということであります。そ

の負担で５，０００万円がアップされた。

今後見通しもちょっとわからないという

状況では、何のために大阪府の方に移管

をされてきて、そういう状況が出てきて

いるのか。やはり、そういったところに

おいて、例えば協議会があるようにお聞

きをいたしまして、部長が出席をされて

いるということでありますので、部長か

ら、そういった経過の状況、あるいは今

後の見通し等について、もう一遍お尋ね

をしたいと思います。

　それから、内水の対策でありまして、

随分いろいろと費用もかけまして頑張っ

てきたわけでありまして、それなりの効

果は十分出るという、今の自信というの

ですか、お考えを聞いたわけであります

が、反面、これまでに投資をしてきた部

分について、やはりカットできる部分は

カットしていかなければ、いい施設をど

んどんつくりながら、既存の部分も残し

ていくということでは、やっぱり費用対

効果は出ないというふうに私は感じるわ

けであります。そういう意味で、テレメー

ターについては、先ほども申し上げまし

たように、１８年に約５００万弱の金を

かけまして、水位の通報の装置を改造す

るということで、費用を出しまして、そ

ういったことではやはり、経費の削減と

いうのを一方では図らなければならない

と、既存のそういった施設についても見

直しをするとか、何らかをしなければな

らないというふうに感じているわけであ

ります。

　そういった意味で、テレメーターの問

題については、再考をするべきだという

ふうに考えておりましたし、本会議で申

し上げましたように、レンタル方式等も

あるやないかと、いろんな方法も検討し

なきゃならないではないかというふうに

主張したわけでありますが、今回、契約

方法については見直しをしたいというか、

検討したいということでありますので、

契約担当課等と十分協議をされたいと思

います。

　そこで、この１９年度初めてされたわ

けでありますが、そのときに、１社入札

であったわけですね。１社で入札をされ

たと。そういう入札経過を踏まえて、い

わゆる９５．６８やったかな、九十五点

何がしのいわゆる請負額であったわけで

ありまして、設計金額から。こんな状況

を、やはり大阪府の方もおかしいという

ことで、改善をしなきゃならないという

ことでありますし、予定価格の問題につ

いても検討しなきゃならないということ

でありますが、本市としても、最低限、

どういった方向でするかということを、

やはり先に決めてほしいと。そういう中

で執行をするということをぜひとってい

ただきたいと今思いますが、お考えをお

聞きをしたいと思います。

　水質分析のいろんなご説明をいただき

ました。しかし、昨年より２００万円アッ

プされているわけです。そしたら、内容

が多くなったのかあるいは検査をする箇

所がふえたのか、あるいはその他の原因

があるのかどうか。それをお聞きをいた

しておりまして、十分な説明をいただき

ましたが、単価契約をしたいということ

であります。これは確か、随意契約をさ
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れておられます。やはり、今、一般競争

入札の導入ということで問題になってい

るわけでありますから、この契約方法に

ついても再度お聞きをしたいと思います。

　それから、東別府の公共下水道の問題

でありますが、水神木水路の一応調査を

やったと、計画も入れていかなきゃなら

ないということでありますが、資本的に

できないという状況であります。これ雨

水対策で。本来、公共下水道の敷設とい

うことで、東別府がまだまだされてない

ところが、前回に申し上げましたように、

いわゆる浄化槽の対応年数がきていると、

こういう状況の中で、それぞれ浄化槽を

かえられたら、もう公共下水道を引いて

も接続はしていただけないと。こういう

状況があるので、まだ管が敷設されてな

いところについては、法的な措置も講ず

るべきではないかということを申し上げ

ましたけれど、この２１年度の方針の中

には、そのことは出ておりませんので、

今後の考え方等についてもお聞きをした

いと思います。

○山本靖一委員長　渡場参事。

○渡場下水道管理課参事　では、私の方

から、ご質問の件についてご説明を申し

上げます。

　水質分析の２１年度予算でございます

けれども、これは、２０年度の予算の方

でお願いしている金額と、これは同額を

計上させていただいております。２０年

度は４５０万円を計上させていただいて、

２１年度も４５０万円を計上させていた

だいております。よろしくお願いしたい

と思います。

　あと、随契でやっているということを、

今後もそういう形をとっていくのがよい

のかどうか、私も思案中でございます。

ただし、この水質分析は、定番のような

形でありますけども、いつどういう分析

を依頼されるかわからんというふうな部

分がありますので、やはり、これは単価

項目をしてまいりたいなというふうに思

うわけです。もちろん費用対効果を考え

ながら、事務執行というか業務執行をやっ

ていくことには変わりはないのですけれ

ども、２１年度については、水質の分析

の項目、あるいは箇所を、もう一度見直

しをかけながらやっていきたいなという

ふうに考えております。

○山本靖一委員長　渡辺課長。

○渡辺下水道整備課長　それでは、原田

委員の２回目、東別府の公共下水道、正

に相生住宅のことかなと思っております。

その点についてご答弁をさせていただき

たいと思います。

　従前から、非常にまとまったエリアで、

まだ埋設同意が得られずに、まだ敷設が

できてない状況。平成２０年度も今の地

権者の方には確認はさせていただきまし

たが、なかなかやはり、当時の意向と変

わらない状況で、協議の方では、少し進

むのが非常に苦しいかなというような状

況でございます。

　そんな状況の中で、従前来、本委員会

においてもいろいろとご指導をちょうだ

いする中で、周囲から取っていってはど

うかというようなことも、いろいろとご

助言いただいた中で、その辺の検討もさ

せてはいただいております。

　正に委員おっしゃるとおり、今の当初

の開発からしますと、ほぼ建物自体も、

もう約３０年が経とうかというような状

況でございます。確かに、建てかえ及び

浄化槽、この辺の老朽化等を考えますと、

この機を逃すわけにはいかないという認

識は十分持っております。

　そんな状況の中で、今まで、交渉、交

渉と申し上げてはおりましたけれども、

２１年度は、一度、強行的な手法ででも
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進めていけるような方法、その辺も念頭

に置きまして検討はしてまいりたいとい

うふうに考えております。よろしくお願

いいたします。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　先ほどの分でご

ざいますが、レンタルとしてはどうかと

いうことでございますが、私どもの調査

した範囲でございますが、パソコン、プ

リンター、コピーなどはレンタルも可能

かなということでございますが、特殊品

として、流量測定の流量計なども可能か

なと思いますが、今回対応しております

テレメーター等に関しては、今のところ

ないと。これからまだ調べる予定はして

おりますけども、その点よろしくお願い

いたします。

　それと、１９年度にテレメーターのも

のを発注されて、落札率が九十五点何が

しということで、改善したらどうかとい

うことでございます。私も先ほど話させ

ていただきました部分でございますが、

もちろん競争の原理がはたらくように、

担当課とも協議はもちろんしてまいりま

すが、何分、先ほども言いましたけれど

も、操作盤からコントロールのプログラ

ムです。それからもし違う機種を使う場

合には、互換性を保つ機器を設置する必

要があるのです。その機器のコスト面を

今後検討してまいりたいかと思っており

ますので、もうしばらく、よろしく、時

間の方をお願いいたします。

○山本靖一委員長　粟屋部長。

○粟屋土木下水道部長　それでは、ご質

問をいただいております、まず流域下水

道の維持管理負担金。これの考え方でご

ざいます。ご指摘のように、大阪府の一

元化がございました。また、その中での

コスト縮減ということも常々申し上げて

きた経緯もございます。

　今後の流域下水道の考え方というので

すか、推移として考えられるのは、一般

的でございますけども、やっはり年次的

に順次処理区域の拡大が行われていくと

いうことになりますと、処理水量がふえ

てくるということになりますので、やっ

ぱり経費は増加傾向に、これはあろうか

と思います。

　その中で、大阪府におかれても、やっ

ぱりコスト縮減には努めていただきたい

ような要望は、今もしておりますし、今

後もしてまいりたいと考えております。

　ただ、一回目でも、石川課長の方から

ご答弁申し上げていますけども、不確定

要素として、原油とか、そういうコーク

スとか、そういう価格上昇、または下落、

それによっても、特に処理場では大きく

影響されるものでございますので、その

辺は、ちょっと不特定、できないもので

ございますが、一般としてはやっぱり、

処理水量が増加するたびには上がってま

いるというのが考え方でございます。

　それと、先ほども申しました一元化の

関係でございますけども、平成２１年度

の予算計上なり予測といたしまして、一

元化にしたことによる効果額でございま

すけども、次年度の消費税相当額も含め

まして、本市では３，４００万円程度の

減額になっているという内容でございま

す。

　ちなみに、前年度の予算の委員会のと

きにも申し上げておりますけども、２０

年度では３，０００万強の縮減が図られ

た。こういう内容でございます。

　それともう１点、内水対策の効果とい

うのですか、考え方でございますけども、

まず１点目のテレメーターの件につきま

しては、今、山口課長が申し上げました

内容でございますけども、契約手法、１

２月の本会議でもいろいろご議論いただ
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いたところでございます。その中で、私

も副市長も、新年度には、１回入札の方

法を検討してまいりたいということで申

し上げております。それで、今、内容に

つきましては、山口課長が申し上げてい

ますけども、まだ現在としては決定もい

たしておりません。ただいろんな方策、

こういう手法でしたらこういう問題があ

る、こういう効果がある。それはやっぱ

り整理すべきだというふうに考えており

ますし、どういう方法にしようが、委員

ご指摘の予定価格、これの設定のあり方、

これについてはやっぱり検討していく方

向で考えざるを得んというふうに考えて

おりますし、もう一方では、大阪府の方

におきましても、処理場、またポンプ場

での１社入札というのも非常に問題になっ

たところでございます。その辺の大阪府

の動向も見きわめながら、また大阪府と

も相談し、協議しながら、やっぱり契約

のあり方、予定価格も含めて、これは検

討してまいりたい。このように考えてお

ります。

　今まで、内水、味生排水機場、それで

また番田水門、それに伴う内水対策でか

なり投資してきたということで、既存の

施設を、その効果が出たのであれば、縮

小していけるのではないかというご質問

と思うのです。ただ、味生排水機場につ

きましては、以前３０ミリ降雨、その当

時で３０ミリ降雨程度の排水機場として

設置した経緯がございます。

　現在、私どもの安威川以南の公共下水

道の雨水整備率は３３．７％でございま

す。そうした中で、番田水門との関係で

ございますけども、番田水門は、大阪湾、

また神崎川の水位上昇によるバックを防

ぐために水門を閉じるものでございます。

それを閉じた場合、番田水路そのものの

排水ができなくなるということで、先ほ

ど次長が申し上げましたように、流域で

は安威川左岸ポンプ場、そういうような

ものを設けまして、番田水路の水位はそ

こで吐いていこうというふうに投資した

内容でございます。

　今、ご指摘の、そういう施設ができま

したら、集中管理室を初めとした、そう

いう施設の縮小でございますけども、先

ほど申し上げましたように、公共下水道

の雨水整備率、まだ低うございますので、

その辺は、今、縮小が困難であるという

ふうに考えております。というのは、確

かに番田水路へ入った水は安威川左岸場

で安威川へ放流できます。ただ、今の集

中管理室、その他の取水口というものは、

番田水路へ放流せずに、公共下水道、ま

たは流域下水道を介してポンプ場で排水

しているものでございますので、直接番

田水門の内水対策と関連はしてこない。

排水ルートが別個でございますので、そ

ういうことで、施設の規模縮小につきま

しては、公共下水道の雨水整備、幹線を

初めとした雨水整備が進むにつれて、そ

ういう規模の縮小は可能だと、このよう

に考えております。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　テレメーターの問題につ

いては、先ほどご答弁いただきましたの

で、契約方法の検討も十分されて、やは

り貴重な市民の税、あるいは使用料でご

ざいますので、そのやっぱり使い道につ

いては慎重にしなければならないという

ふうに思います。

　１９年度、１社入札ということで、い

わゆる指名競争入札をした段階で、すべ

てが、ほとんどの方が辞退されたと。１

社が残って、そこと９５％の契約をした

と。こういう経緯がありますので、２０

年度は、その業者とまた契約されて、２

１年、２２年、５年間ですね、あと残り
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４年間ですか、１９年度から言えば。そ

ういう形で、随意契約をしていくという

ことについては、再度十分検討していた

だきたいということを要望しておきたい

と思います。

　それから、水質検査ね、渡場参事ね、

契約の方法について、随意契約やないか

と。これはやっぱり見直さなければなら

ないというのは、もともとの指摘ですね。

２５０万円の実績が４５０万円になる。

この内訳を聞かせてくれと。例えば、検

査項目がふえたとか、あるいは検査箇所

がふえたとか、あるいは単価が上がった

とか、いろいろな状況があろうかと思う

のです。そういう状況で４５０万円。私

は、この２５０万円余りも高いというふ

うに今感じているわけですけれども、こ

れは、随意契約をされた状況であって出

た数字やから高いというふうに今思って

いるのですが、さらに額がふえているの

で、どういう状況になっているのかとい

うふうにお聞きをしているので、もう一

度ご答弁願います。

　東別府、大変苦労をかけておりますけ

れども、最大限努力をしていただいて、

やはりもうここに至っては、法的な手段

に訴えるしか仕方がないということで、

やはり顧問弁護士とも十分協議をされて、

どういう形で敷設ができるかと、同意が

得られなくてもできるかということを、

やはり研究しなきゃならないというふう

に思いますので、期待をしておきたいと

思います。

　内水対策に伴う既存の施設のあり方に

ついて、部長ね、内水対策も終わりまし

て、あるいは十分な費用をたくさんかけ

てまいりました、これまで。その効果を

やはり、何らかで生かさなきゃならない

と今感じるわけであります。そういう意

味で、既存の施設のやっぱり点検をして、

不要、不急あるから、検討しなきゃなら

ないというふうに意見を言うてるわけで

すからね。一度、やっぱり慎重に、真剣

に、この施設は、やっぱりもういいんちゃ

うかとかいう施設はあるのですよ。沖水

路なんかね、確かにそうでしょう。すべ

て味生水路へ流れていくわけですやんか。

そういう状況の中でね、閉めなきゃなら

ないということでもないというふうに今

思うわけでありまして、公共下水道へ落

とさなくても、ちゃんと処理ができると

いう状況があるのだというふうに僕は思っ

ているのですけれども、その１点だけ一

つ、その具体的な名前を出しましたけれ

ども、既存施設のあり方について、再度

ご見解を賜りたいと思います。

○山本靖一委員長　粟屋部長。

○粟屋土木下水道部長　それでは、ご質

問をいただきました既存施設の考え方で

ございます。委員おっしゃるように、確

かに番田水門、また公共下水道でも取水

口もだんだんふやしてまいりました。そ

ういう関係で、当然不要とか、縮減でき

るものは、今後とも検討をして縮減して

まいりたいというふうに考えております。

　ただ、今一つの例を出されました沖水

路、また沖支線水路というのも、これは

味生水路の排水系統に入っております。

自然でしたらそこへ流れてまいりますけ

ども、ただ、ご存じのように、用水と兼

ねておりますので、やっぱりそれのゲー

ト、操作というのも必要になってまいり

ますし、そして何分、沖水路も、断面的

はかなりのものがございますけども、味

生水路もそうでございますけども、やっ

ぱり水路の勾配というのは、特に沖水路

なんかは用水も兼ねておりますので、そ

ういう勾配も余りないということで、やっ

ぱり溢水する可能性があるということで、

公共下水道を介して流域下水道で取り込
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んでいる内容でございます。

　ただ、そういう取水口、数多くござい

ますし、そういうなのはやっぱり、いろ

いろこれまでの投資、また今後もいろい

ろやっぱり雨水整備等をしていった中で

は、その都度その地域の特性、その水路

の持っている、用水の絡みとか、そんな

のも検討しながら、不要になれば廃止も

していきますし、縮減できるものについ

ては、今後も縮減の検討は常に行っていっ

て、いずれの面に含めましても、やっぱ

り維持管理経費、これからだんだんふえ

てまいりますので、あらゆる面でやっぱ

り、コスト縮減、経費縮減に向けては検

討してまいりたいと。このように考えて

おりますので、よろしくお願いいたしま

す。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　先ほどから水質

の件で話をさせていただいて、渡場参事

の方からしておりますが、通常２５０万

円、決められた水質項目を検査していき

ましたら、通常は２５０万円程度で推移

すると思います。

　ただ、通常予定している以上に、やは

り毎月、毎月調査してまいります。ある

部分的に、若干数値の高いところとか出

てきます。そういうときが出てきたとき

に、追跡調査というのも出てきますので、

その辺のことを考えて、毎年約４００万

円の計上をさせていただいています。何

とぞよろしくご理解の方をお願いいたし

ます。

○山本靖一委員長　渡場参事。

○渡場下水道管理課参事　隋契の見直し

につきましては、私どもが単価契約をし

ておりますのは、先ほど申し上げたよう

な理由ですけれども、そうすると、１項

目単位で言いますと、例えば１，８００

円とか、一番安価の方で、ペーハーでし

たら２００円。それを、総合的に、これ

５０項目近くセットをして契約をしてい

るわけですけれども、それぞれの単価の

分で、各業者の方で見積りを出してきた

中で、一番安いところでやっている。総

合的に、年間これだけの件数をして、こ

れだけでやりますと。分析費用がそうい

う形になりましたら、これは、当然入札

をして一番安いところというふうに、私

はやるべきかなというふうな考えですけ

ども、今のやり方が、どういうときに一

番こう、とっぴではないというのですか

ね、異常に、この項目だけを調査しなきゃ

いかんというような、こういう事態に対

応するような体制を今とっておりますの

で、総額でしたら、委員おっしゃるよう

に、この入札もかけてやるべきかなと思

うのですけれども、単価契約についても、

６社に対して、それぞれ自社ではどうい

う、この項目については幾ら、幾ら、幾

らというのを出してきて、その中で、総

合的に一番安いもちろん金額でさせてい

ただいているというふうにご理解願いた

いのですが。

　確かに、今の分析の単価契約というの

が、余り入札に適してないかなという感

じを持っている次第でございます。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　なぜ随意契約をしなきゃ

ならないのかという説明がないわけでね、

単価契約だと、見積りでと。やっぱり、

先ほどご説明ありましたように、流入地

点では月１回、年１２回、そして特定事

業所年２回を、２６項目やるのだと。そ

ういう仕様書に基づいて、年間、当初に

契約をされて、こういうことで入札をす

るということにもっていくべきだという

ふうに今感じます。

　これは、契約担当課と十分協議をして

いただいて、いろいろありますのでね、
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これだけではなしに、いろんなところの

やっぱり委託契約はありますので、再度

そういうことをしていただけないだろう

かというふうに感じるのですが、その点

だけ一つ決意をお願いします。

○山本靖一委員長　粟屋部長。

○粟屋土木下水道部長　それでは、水質

検査の契約方法でございますけども、現

在行っております随意契約、これの内容

につきましては、参事の方からご答弁申

し上げていますように、６社見積りによ

る一番安価のところと単価契約をさせて

いただいているという内容でございます。

　そこで、透明性の確保、公平性等々か

ら、やっぱり競争入札の原理をはたらか

すべきではないかということでございま

すけども、これは当然、委員ご指摘のと

おり、可能なものにつきましてはすべて、

やっぱり競争の原理をはたらかすための

競争入札、これに適していると思います。

　そこで、私ども問題に考えますのは、

五十数項目の検査内容がございまして、

一括入札をした場合の各項目ごとの単価

のばらつき、各項目ごとで一番安価な業

者をとるのか、それとも総トータル的に、

年間予想回数も含めた中で、総トータル

的に一番安価なものをとるのかという、

そういう事務的なやっぱり検討要素もご

ざいますので、その辺は今後、そういう

具体例、いろいろ検討した中で、やっぱ

り方向性を出していきたいと。このよう

に考えておりますので、よろしくお願い

申し上げます。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　もういいです。

○山本靖一委員長　よろしいですか。ほ

かにありませんか。

　野原委員。

○野原修委員　おはようございます。

　それでは、数点質問をさせていただき

ます。まず１番目として、補正予算書１

２ページの、先ほど南野委員からも出ま

したが、水洗便所改造助成金が５０万円

減、水洗便所改造資金貸付金が５６０万

円減になっております。説明の中では、

一応そういう借りられる方の件数が少な

くなって、水洗化率が進んできたという

形はありましたが、この辺で、その中の

貸付資金の額とか、いろんなそういうと

ころで借りやすくするような形とか、そ

ういうことを考えられているのか。その

辺のことをお聞かせ願いたいと思います。

　２番目として、予算書１２ページの下

水道使用料であります。平成２０年度が

２０億１万２，０００円、平成２１年度

が２０億３，５０１万２，０００円となっ

ています。この経済状況の中、この使用

料の予測が、ふえていくという形のご説

明をお聞かせ願いたいと思います。

　３番目としまして、予算概要の１８２

ページの前納報奨金であります。平成１

９年が６７万、平成２０年が１０５万、

平成２１年度が４１万４，０００円になっ

ております。このご説明をよろしくお願

いします。

　４番目として、概要１８２ページ、ガ

ランド水路親水施設管理事業の中の保険

料３万２，０００円とあります。この内

容をご説明お願いします。

　５番目、概要１８２ページのせん定外

委託料。平成１９年が１６１万、平成２

０年度が１８４万、平成２１年度１８４

万５，０００円となっております。これ

の契約内容を教えていただきたいと思い

ます。

　６番目として、概要１８２ページ、せ

せらぎ水路等清掃委託料。これは、毎年

ご質問させていただいた中で、平成１９

年が３７０万、平成２０年度が３００万、

平成２１年度も３００万。これは、今ま
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で土木関係の業者から、専門業者に変え

てこられて、いろいろ努力はしておられ

ると思いますが、本年の取り組みも聞か

せていただきたいと思います。

　７番目としまして、先ほど原田委員の

方からも質問があった件なのですけど、

埋設未同意に関しまして、平成２０年度、

２１年度という取組の中で、確か２．１

キロ残っているという形なのですけど、

その辺の経緯をお聞かせ願いたいと思い

ます。

　概要１８４ページ、下水道台帳委託料

５００万円から４００万円に減しており

ます。この理由をお聞かせ願いたいと思

います。

　９番目、概要の１８４ページ。これも

先ほど南野委員が質問されましたが、不

明水対策調査委託料。平成１９年度が７

００万で、平成２０年度が１，０３０万、

２１年度も１，０３０万。これは、平成

１９年度ですか、道路瑕疵で平成２０年

度から金額が上がっているように記憶し

ております。それで、一応年間４キロぐ

らいやっていくという形だったのですけ

ど、今どのぐらいの進捗状況で、あとど

のぐらい残っているのか、内容をお知ら

せください。

　１０番目としまして、下水道普及率、

今、ほとんど人口普及率ということで、

９７％とお聞きしているのですけど、こ

れは、大体年０．４％ずつ進めていくと

いうようなお話をお聞きしていると思う

のですが、本年度の予定、また今、もう

出されているか出せられないのかちょっ

とわからないのですけど、面積普及率は

どのような形になっているのか。その辺

の考え方というのか方向性をお聞かせ願

いたいと思います。

○山本靖一委員長　渡辺課長。

○渡辺下水道整備課長　それでは、野原

委員のご質問の中で、７点目と１０点目

についてご答弁をさせていただきたいと

思います。

　まず、未同意の関係でございます。従

前より、大変いろいろとご心配をおかけ

いたしております。平成２０年度末の未

同意箇所といたしましては、９か所、路

線延長で２キロメートルが、今現在残っ

ているような状況でございます。

　確かに、先ほどの東別府のまとまった

エリアはございますのですが、一応年々、

わずかではありますが、解消はしてまいっ

ております。

　平成２０年度も今までの懸案でござい

ました千里丘東１丁目、旧の桃山住宅に

隣接する地域。こちらの方が、開発業者

の協力を得まして、２０年度工事実施に

至りまして、今現在、ほぼ沿道のお住ま

いの方も接続がえをしていただいている

ような状況でございます。

　先ほども原田委員の方にご答弁させて

いただいたのですが、やはり汚水の未同

意で一番懸案と考えておりますのが、今

の東別府のまとまったエリア。こちらに

つきましては、今、普及率約９７％、あ

と残３％の中のほぼ１％にあたるぐらい

のエリアが今残っている状況でございま

す。従前来より地権者の方とも交渉は重

ねてはまいりましたが、なかなか思うよ

うにいかない状況下にございます。

　その中で、先ほどもご答弁させていた

だきましたが、今の家屋自体も、開発か

らしますと約３０年経過する中で、今、

これを、機を逃すことはもうできないも

のというふうには認識いたしております。

そんな状況の中で、２１年度、今の法的

なことも視野に入れながら、前向きな形

で検討はしてまいりたいというふうに考

えております。

　それと、１０番目の普及率でございま
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すが、まず今確定しております普及率、

こちらの方が、平成１９年度末でござい

まして、人口普及率といたしまして９６．

５％。地域別で申し上げますと、合流区

域が９９．１％、分流区域が９４．１％

となってございます。

　この２０年度の工事等を完了すること

によって、一応２０年度末の見込み。こ

ちらの方が、市全体で９７％。地域別で

申し上げますと、合流区域が９９．１％、

分流区域が９５．１％となってございま

す。

　次年度、工事請負費等で上げさせてい

ただいている汚水箇所の実施を終えます

と、２１年度見込みといたしまして、０．

３％の伸びで９７．３％。こちらの方を

目指しているというような状況でござい

ます。

　それと、以前普及率の変更等で出させ

ていただいております面積人口普及率で

ございます。逆に言いますと、今の下水

管渠の整備の実情の形の指標となろうか

というふうに思っております。こちらの

方が、１９年度末の面積人口普及率とい

たしまして、市計で、全体で８３．２％。

地域別で申し上げますと、合流区域が９

３．５％、分流区域が７４．１％。この

指標から申し上げますと、約２０％の下

水道管渠の整備がまだ現在残っていると

いうような状況でございます

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　私の方からは、

下水道使用料の見込みということで説明

をさせていただきます。経済状況から見

て、下水の使用料２０億３，５００万円

がどうなのかというご質問でございます

けども、我々もこれを大変危惧しており

ます。２０年度につきましても、１２月

以降、かなり使用料の落ち込みが見られ

るということで、こういった傾向が、２

１年度も引き続き続くようであれば、こ

の予算額でも大変厳しいものがあるのか

なというふうに感じております。

　ただ、水洗化等の啓発に努めて、でき

るだけこの予算額を確保できるように頑

張っていきたいと思っております。

○山本靖一委員長　芳浦参事。

○芳浦下水道業務課参事　質問番号１番

でございますけども、貸付金の減額補正

の件でございますが、この近年、貸し付

けを希望される方が少ないという状況は、

先ほどお話させていただいたわけなので

すけども、ことしにおきましても、今の

ところ１月末で貸し付け希望件数が７件

となっております。

　それで、年々少なくなってきているわ

けなのですけども、貸付条件について、

例えば一定、緩和的な要素がないのかと

いうふうな質問だと思いますが、私ども、

工事の折には、公共下水道に繋いでいた

だくときには、貸付制度もございますよ

というアピール、広報もさせていただい

ております。そして、その際には、いわ

ゆる印鑑証明ですね、それから納税証明

をつけてください。それから連帯保証人

もお願いしますということで、周知させ

ていただいているのですが、この貸付手

続きを、例えば書類について少なくする

とかいうことになりますと、今度回収の

面で、やはり困難を要するというところ

の懸念がございます。それで、今制度上

は、申請書類等は今までどおりでいかざ

るを得ないと思っております。

　それから、３番目の前納報奨金の件で

ございますけども、前納報奨金は、受益

者負担金の賦課額、２１年度の賦課金額

に連動しておりますので、この賦課金額

が、実は９９６万８，０００円ほど見込

んでおります。そしてこの中で、前納率

でございますけども、平均の前納率です
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が、８３％、この近年なっております。

したがいまして、この賦課額に８３％を

掛けまして、その掛けました金額に対し

まして、５％の前納報奨金を出させてい

ただいております。

　ちなみに、私どもの方では、前納金額

は８２８万円ぐらいであろうと見込んで

おりまして、その５％ということで、４

１万４，０００円を前納報奨金として組

ませていただきました。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　まず、野原委員

のガランド水路親水施設の管理事業のう

ちの保険料でございますが、保険料は、

建物総合損害共済で９，７９６円。それ

と、損害責任保険で２万２，３００円を

支払いさせていただく予定でございます。

　続きまして、せん定外委託料の分でご

ざいますけれども、まず契約方法でござ

いますが、これは指名競争入札でさせて

いただいております。内容でございます

が、ガランド水路の植栽について、快適

な緑道を市民に開放するために、樹木の

管理業務を行っております。委託内容で

ございますが、せん定作業、高木、中木

を年１回。低木の刈り込みですけども、

年２回させていただいております。それ

と、施肥の作業が年１回させていただい

ております。

　続きまして、せせらぎ水路清掃委託料

の分でございますが、これも例年、いつ

も問題になっておりますけれども、平成

１８年度の実績ですが、１１件させても

らいまして、２４２万５，５００円です。

１９年度の実績は１３回させていただい

ておりまして、３１３万９，５００円で

ございます。２０年度の実績でございま

すが、今のところ９回プラス、職員で夏

場に１回やっております。ですから、職

員の方は除きまして、あと１回するかも

わかりませんけど、今まで９回だけでは

２０７万９，０００円でございます。そ

れと、２１年度の予定でございますが、

現在、ガランドのせせらぎ水路、少しで

も経費削減をするということで、前回の

委員会で砂利砂を敷かせてもらうという

ことで、現在敷いているところでござい

ます。それを敷きましたら、ほうきでさっ

と掃きますと、藻等がすみやかに取れま

すので、２１年度は、シルバー人材セン

ターにお願いして、幾分清掃委託料が少

なくなろうかなと思っております。

　続きまして、下水道台帳委託料の、２

０年度は５００万ですけども、今年度４

００万という件でございますが、２１年

度は、２０年度の施工見込みを２．１キ

ロプラス開発分を予定しております。た

だ、１９年度の台帳の分の見込みは、当

初３．１キロプラス開発分を予定してお

りましたので、当初同士を比較いたしま

すと、１キロ分の調査が、委託が減りま

したので、１００万円減にさせていただ

いているところでございます。

　続きまして、不明水の部分でございま

すが、１，０３０万円を計上させていた

だいております。内容でございますが、

公共下水道管の汚水管に浸入する不明水

の調査で、テレビカメラを４キロ７００

万円と、目視、人孔の内目視約４００か

所を計上させていただいて、３３０万、

計１，０３０万円でございます。２０年

度も同じ内容で計上させていただいてお

ります。人孔内目視調査は、２０年度か

ら、道路等の陥没等も、その辺の部分を

回避するという意味で、人孔内目視調査

を新たに入れさせてもらった次第でござ

います。よろしくお願いいたします。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　それでは、再度質問をさ

せていただきます。
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　水洗便所改造助成金に関しましては、

一定理解はできるのですけど、これから

クリーンセンターとか、処理費用を削減

するためには、やはりこれを使ってもらっ

た形で、早いこと水洗化にしていただく

というような取り組みを今後も進めてい

ただきたいと思います。そのためには、

いろんな形で貸付資金の回収とか、いろ

んなことで問題も出ようかと思いますが、

これもう一度、今取組として考えられて

いるとは思うのですけど、視点を変えた

ところで、もう一度借りやすいような形

とか、こういう方法を今検討していると

かいうようなことがあればお聞かせ願い

たいと思います。

　２番目の下水道使用料。これは、水洗

化普及に対して取り組みを精いっぱいやっ

ていった中で、この使用料を何とか２０

億３，５０１万円を目標とするような形

で取り組むと言われる、その強い意欲を

感じたと思いますので、どうか達成でき

るような形で取り組んでいただきたいこ

とを、これはお願いしておきます。

　３番目の前納報奨金に関しましては、

理解できましたので結構です。

　４番目、ガランド水路の保険料なので

すが、一応、責任というところの内容が、

どういう責任なのか、内容を教えていた

だけますでしょうか。これは、ガランド

水路内で転倒事故とか、何かそういうこ

とがあったときの保険なのか。また、そ

れ以外のものなのか。その辺の内容を、

責任という形のところを教えていただき

たいと思います。

　それと、５番目のせん定外委託料のと

ころでありますが、これは指名競争入札

という形でお聞きしました。これは大体

何社ぐらいの競争か教えていただきたい

と思います。

　それと６番目、せせらぎ水路清掃で、

シルバーの方を活用して、一応砂利砂を

入れた形で、何とか経費削減に取り組ん

でいきたいというような、今お答えがあっ

たかと思いますが、過去、ＥＭ菌とかえ

ひめＡＩとか、いろんな形の取り組みを

なされてきて、こういう結果になったと

推測するのですが、その辺のお考えをも

う一度聞かせていただきたいと思います。

　埋設同意に関しましては、今、渡辺課

長の方から言われましたような、本当に、

ときは今というか、その時期を逃せば、

これは本当に、また禍根を残すような形

にならないような形で、今取り組もうと

していただいています。どうか２２年度

には、解決したというような形のご報告

をいただけるような形で、本年取り組み

をお願いいたしておきたいと思います。

　それと８番目、下水道台帳。これも、

今のご説明で理解いたしました。これは

確か、４階に展示活用をされているとい

うようなことを過去お聞きしたかと思う

のですが、それで、そういう形も今して

あるというのであれば、それで結構です。

　９番目、不明水対策委託料で、今大体

４キロで７００万の、また目視で今４０

０か所、３３０万円の予算ということを

お聞きしました。今、これ、先ほどもお

聞きしたのは、今、全長何キロあって、

このカメラを入れて、何キロがそういう

調査が終わって、あと何キロぐらいを残っ

ているのか。その辺の。これ、ほか道路

でもそうですが、やって、また何年後か

には、またそういう調査をせなあかんと

いう対応年数というのか、その辺がどう

なっている、１０年に１回やるものなの

か、何年に１回やるものなのか。そうい

う形の、この不明水対策の調査は、どの

ぐらいのサイクルでやるような形を考え

られているのか。それで、この１，０３

０万という形で４キロという形の根拠、
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どういうような形で出てきているのか。

わかればその辺もお聞かせ願いたいと思

います。

　それと、下水普及率の形で、一応今、

人口、それと面積普及率、聞かせていた

だきました。それで今、普及が進んでいっ

ているというような形も、一応理解でき

ました。

　それともう１点、雨水対策に関しまし

て、今まで、昨年来からずっと要望をし

てまいりました家庭内貯留という形の補

助金も、２１年度からつくような形にも

なりました。また、先日の代表質問の中

で、南千里丘の境川ボックス化による上

の雨水を利用したせせらぎというのです

か、そういう形を取り組むというか、考

え方があるようにお聞きしました。その

辺のところで、土木下水道部とまちづく

りというのか、都市計画の方とどう連携

を持たれて、専門家である土木下水道部

の方からどういう情報を提供されている

のか。どういう水平連携をとられている

のか。その辺の取組みをお聞かせ願いた

いと思います。

○山本靖一委員長　渡辺課長。

○渡辺下水道整備課長　それでは、一番

最後の今の南千里丘の境川のせせらぎに

ついて、下水道としてどういう横の連絡

をされていたかということの問いに対し

て、的確に答えられるかどうかわかりま

せんが、まず、せせらぎ水路への水とい

う形の中で、その境川の近辺で、ガラン

ド水路等ございます。その中で、処理場

の処理水を有効活用した形のせせらぎの

ような、現在施設として持ってございま

す。そんな状況の中で、南千里丘の方か

らは、今のせせらぎ水路に対して、その

再生水が使えないかどうかというような

協議等、このあたりもうちの方で賜って

おります。そういういろんな、せせらぎ

水路への水の検討された中で、今現在の

雨水貯留という形をとられているのだと

いうふうに認識いたしております。

　それとあと、雨水貯留につきましては、

先週の委員会等でも宮川次長の方からご

答弁させていただいているのですが、基

本的に、下水道の雨水計画、降雨確率を

もって計画をして今実施している状況。

今の合流区域については、ほぼ管として

は整備が終わっている状況。南について

は、ちょっと未整備がまだかなり残って

いる状況でございます。

　そんな状況の中で、今のゲリラ降雨、

計画降雨以上の雨が降ったときには、や

はり、本来は下水道計画を変えないかん

のですけれども、それにはやっぱりまだ

未整備のところもございますし、非常に

莫大なお金もかかってくると。そんな状

況の中で、今の雨水貯留という考え方は、

今の下水道計画管に直接水が入らない状

況をつくり出せますので、非常に浸水対

策には有効な手段であるということは、

十分我々も認識し、南千里丘の方へも協

議はさせていただいたというような状況

でございます。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　そしたら、私の

方から、不明水の対策調査委託料の具体

的な内容を説明させていただきます。公

共下水道管延長が約、全延長で３１５キ

ロございます。その部分で、約３０キロ

は２０年度までに調査完了いたしており

ます。人孔でございますが、約９，００

０基ございます。９，０００のうちに、

２０年度が３４０、目視調査完了いたし

ております。ですから、今後２１年度か

ら４００ずつ計算しますと、約２０年以

上かかるかなと思っております。

　以上でございます。あとまた渡場参事

の方から説明をさせていただきます。
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○山本靖一委員長　渡場参事。

○渡場下水道管理課参事　ガランドの責

任の中身ということでございますけれど

も、建物と人身事故に対しての保険を掛

けております。まず、人身事故なり身体

事故が起こりました場合、お一人につき

２，０００万円、１事故につき１億、そ

れから、財物につきましても１，０００

万円。この保険をかけております。

　建物ですけれども、これは、ガランド

の施設で、東屋とかあるいはトイレとか、

そういう建物があるのですけども、それ

につきましては、８，３００万円弱の責

任の範囲でございます。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　せん定ほか委託

料の分の、これ６社による指名競争入札

で行っております。

○山本靖一委員長　芳浦参事。

○芳浦下水道業務課参事　貸付金の制度

と水洗化率のアップということの一例、

取り上げさせていただいて、お答えさせ

ていただきます。実は１８年度の実績に

なるのですけども、以前、排水設備の申

請ございました全件数に対して、まずく

み取りでは、７９件ございまして、うち

希望をされたのが７人の方でございます。

　それから浄化槽でございますけども、

こちらの方、１２８件の申請件数で、１

３人の方が貸し付けを希望されたという

ことでございます。そして、皆さんがす

べて、例えば限度額、目一杯借りられま

すかと言えば、そうではなくて、やはり

自分の返済できる能力というのですか、

それをかみ合わせて借入額を設定されて

いるようです。

　それから、視点を変えまして、我々、

啓発活動の中で、なぜ、公共下水道の方

に繋いでいただけないのですかというふ

うなアンケートを、実は１９年度やって

おりまして、この中で、やはり高齢者の

単身の方が多いというところで、老朽化

した家屋で、家主さんの方が建てかえの

時期になるまで待ちたいをおっしゃるの

が、実は２１％ございます。それから、

借地の方で、家はご自身のものなのです

けども、なかなか地主さんの方が埋設同

意をしていただけないというところもご

ざいまして、この点で、約２５％でござ

いますので、この辺が一つのネックになっ

ているのではないかなと思っております。

　それからまた、参考になれば、貸付金

の、例えば制度的に見直すとなれば、償

還回数を延ばすだとか、そういった手も

考えられるわけなのですけども、３年間

の３６回で今させていただいているので

すけど、これを、例えばもう１年延ばす

となれば、４８回ということで、今度は

この管理の方が非常に手間取ってしまい

ます。例えば歯抜けで納めていただく方

とか、あるいは、前もって、前倒しで入

れておられる方、そういった方もござい

まして、貸付金の回収の管理の方でちょっ

と手間取ってしまうものですので、今ま

でどおりでいかざるを得ないのではない

かなと思っております。

○山本靖一委員長　宮川次長。

○宮川土木下水道部次長　せせらぎに係

ります件と、それから先ほど家庭での貯

留の補助。この件について補足だけさせ

ていただきたいと思います。

　家庭内貯留の内容で、２００リットル

ぐらいのタンクを設置する。こういう形

の助成なのですけれども、今聞いている

話の中では、今年度より、環境対策課の

方で、その窓口といいますか、要項をもっ

て実施していきたいと。このように伺っ

ております。

　それと、ガランドのせせらぎ水路の清

掃にかかわります、今まで私どもも頭を
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痛めております苔対策の問題。そのよう

な水質を確保する上の中で、ＥＭ菌です

とか、あるいはえひめＡＩという、こう

いう有用微生物の活用というお話。これ

につきましては、私どももいろいろ確認

させていただいているところにあります。

ただ、残念なのは、今の水量に対してど

れだけの量を投入することで効果が出る。

この判断が、今のところ一切わからない

状況になっております。特にＥＭ菌につ

きますと、どんどん使いなさいと、こう

いう発見者のご提案です。ただ、その場

合、何ぼ使えばいいのか、どれだけ使え

ば効果が出るのか。やはり実施するに当

たりましては、費用対効果というところ

もあろうかと思います。

　今回、先ほど山口課長の方も申し上げ

ましたように、せせらぎの底部に玉砂利

を敷いたと。この分を敷きますと、一つ

は、苔がそれに繁茂しましても、歩きや

すい状況になります。表面積上小さな粒

ですから、ついている苔の量もしれてい

ますし、砂利と砂利を擦り合わせること

で用意に苔を撤去できるというようなこ

ともございまして、今のところ、ＥＭ菌

ですとか、えひめＡＩを活用するという

ところまでには至っていないという状況

でございます。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　それでは再度質問をさせ

ていただきます。水洗便所改造助成金に

関しましては、一定理解できました。２

１％と２５％、両方で４６％ですか。そ

の辺のところで同意をいったり、建てか

えとかそういう状況を見て、なかなかそ

ういう形のもので進まないという形は一

定理解できました。そういう形の中で、

いろんな工夫をされていただいていると

思いますが、今後とも借りやすい形とい

うのか、そういう形も進めた中で、また

今後も取り組んでいただきたいことをお

願いしておきます。

　それと、保険料に関しましても、理解

は一定しました。せん定ほか委託料でも、

６社の指名競争入札ということでよろし

いのですか。

　それと、せせらぎ水路で、一応玉砂利

を入れて、そういう形もお聞きしている

のですけど、過去から要望しております

子どもたちと連携という形の中で、保険

のところを聞かせてもらったのは、その

辺のところもあったのですけど、やっぱ

り環境という形の、昔は小学校、夏休み、

プールが終わったときに、稚魚を放流し

て、またプール開きの前に、子どもたち

はその魚を捕って、そのプールのぬるぬ

る感とか、その環境がどうなっていると

いう形のも、一つの勉強であったかと思

います。そういう取り組みの中で、ガラ

ンド水路も、近くに第三中学と、また三

宅柳田小学校があって、その辺のやっぱ

り子どもたちが、我が市に唯一誇れる処

理水の、そういうガランド水路が、そう

いう形に存在するという形の方を知って

いただくという取り組みの中で、過去か

ら要望をしておりまして、やはり、小学

校、中学校と連携した中でガランド水路

も、もう少し有効活用できるような取り

組みが、各課連携でできないかどうか。

その辺のことをもう一度お聞きしておき

たいと思います。

　それと、不明水のところで、今説明を

いただきまして、ちょっと私の理解不足

があるので、もう一度お聞きしたいと思

うのですけど、総勢３１５キロの中で、

一応平成２０年度で３０キロやられると

いう形がありました。

　そして、目視の方では、２０年かかる

というようにお聞きしたのですけど、カ

メラの方、３１５キロで３０キロ。これ
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は１年間で３０キロということなのです

が、今まで３０キロ、４キロで３０キロ

仕上がったという話なのですが、その辺

のことをもう一度説明をお願いしておき

たいと思います。

　それと、今、境川のボックス化に関し

まして、上、せせらぎという形で、今、

ガランド水路は下水処理水、今度は、南

千里丘に関しましては、雨水を活用して

という形の今取り組みがなされようと聞

いております。そのときに、雨水であれ

ば貯水池というのか、そういうのをつくっ

てやるのか。もしくは、最終的には雨水

でありますから、下水に放流するような

状況になるのか。その辺の取り組みとい

うのか、その辺をどういう形で考えられ

ているという取組を、下水の方とまちづ

くりと、その辺の情報交換というか、そ

の辺の協議というのか、その辺は、どう

いう形で今進んでいるのか。もしその辺

が教えていただけるのだったら、雨水と

いう形の取扱いで、直接川に放流するこ

とはできないとは思うのですけど、下水

管に放流するのか。またそれをどういう

形で活用されようとされているのか。こ

の辺もし、どういう協議が今なされてい

るのか。部長の方から、もしわかるよう

であれば教えていただきたいと思います。

○山本靖一委員長　境川のせせらぎの関

係は、下水の所管の中での答えだけで結

構です。

　芳浦参事。

○芳浦下水道業務課参事　先ほどお答え

させていただいた中に、ちょっと受けと

め方が間違っておりましたので修正させ

ていただきます。老朽化のため建てかえ

時に水洗化をしていただくというのが２

１％でございまして、地主さんの方の協

議で困難を窮めているというのが４％の、

合わせて２５％でございます。

　そして、実はこの半分以上の方が、５

６％の方がお返事ちょうだいできなかっ

たのです。それで、この点については、

どのような、もちろん倉庫だとか駐車場

だとか、そういった敷地の方もおられま

すのですが、お返事ちょうだいできなかっ

たのが５６％で、１９％の方が検討して

いますということで、８０６件のうちの

内訳でございます。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　不明水の件でご

ざいますが、市内の公共下水道の管渠が

約３１５キロございます。そのうち、カ

メラ等の調査とかは、１５年度から２０

年度の間で約３０キロ完了いたしており

ます。今後４キロずつしていきたいなと

思っております。

　それと、人孔の目視調査でございます

が、全箇所で約９，０００か所ございま

す。２０年度は３４０か所の予定をして

おりまして、２１年度は４００か所予定

をしております。このペースでいきます

と、約２０年以上かかるかなということ

でございます。よろしくお願いいたしま

す。

○山本靖一委員長　粟屋部長。

○粟屋土木下水道部長　それでは、境川

のせせらぎ水路の問題でございますけど、

水源という話になろうと思いますけども、

我々下水道部局として、まちづくり担当

よりいろいろご相談、また協議もさせて

いただいた経緯がございます。そうした

中で、一つの案として下水処理水の活用

もございます。また、雨水をどこかで貯

留しての内容もございます。費用的には、

高価になりますけども、上水道の活用、

また府営水道の活用等々、いろいろ話は

してきた経緯はございます。最終的には、

今現在では雨水を活用しようというふう

に聞いておりますし、これは最終確認で
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きておりませんけども、やっぱり河川な

りどっか、境川、また雨水をどっか中で

貯留をして巡回させるのかなという、こ

れは想像でございますけども、そういう

ふうに考えております。その排水先は、

河川水であれば、当然境川の下流部へ流

して大正川へ流れていこうかと。このよ

うに考えているところでございます。

○山本靖一委員長　宮川次長。

○宮川土木下水道部次長　先ほどのせせ

らぎ水路にかかわります、周辺、小・中

学校といいますか、子どもたちの連携。

ご指摘のとおりでございまして、ガラン

ド水路には下水の処理水を流していると。

これをやはり、大人は当然のことながら、

子どもたちにもそういう事実を周知する

ということは、非常に大事な話かなとい

うふうに考えるところでございます。過

去に一度、課外活動といいますか、授業

の中でそういう清掃活動であったり、周

辺清掃ですとかいう活動を、そういうお

話がありまして、せせらぎ水路の中で一

部、第三中学ですか、あそこの生徒さん

に清掃を一部していただいた経過がござ

います。その後、教育委員会の方から、

そういう打診もちょっと確認しておりま

せんので、一度、そういうふうな課外活

動といいますか、そういう授業プログラ

ムがあるのかどうか。そこらを確認した

上で、もしあるようであれば、そういう

処理水が有効活用されているという、私

どもの本来のＰＲ施設であるということ

を認識していただくためにも、そういう

取り組みも検討してまいりたいと。この

ように考えるところでございます。よろ

しくお願いします。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　最後に要望なのですけど、

今までガランド水路の保守という形に対

して、処理水という形の有効活用という

形の問題がずっとされてきました。今度、

南千里丘でも、そういう形で処理水にな

るのか、雨水になるのか、どういう形に

なのか、あとの保守という形に関しまし

ては、多分下水が管轄されるのか、どこ

が管轄されるのかわからないですけど、

一応土木下水道部が管轄される公算が高

いかと思います、管理という面では。そ

ういう中で、一番やはり有効というのか、

費用対効果という形の情報交換という形

はきっちり行ってもらった中で、よりよ

いものをつくっていただけるように要望

して質問を終わります。

　ありがとうございました。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　質疑なしと認め、質

疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時４９分　休憩）

（午後　０時５９分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　議案第２号及び議案第１１号の審査を

行います。補足説明を求めます。

　中岡水道部長。

○中岡水道部長　それではまず初めに、

議案第２号、平成２１年度摂津市水道事

業会計予算につきまして、目を追って主

なものについて、補足説明をさせていた

だきます。

　それでは、予算書の３１ページ、予算

実施計画説明書をご参照願います。３１

ページから３２ページにかけての収益的

収入でございますが、款１、水道事業収

益、項１、営業収益、目１、給水収益で

は、前年度に比べ３，００９万５，００

０円の減額となっております。この理由

といたしましては、市民や企業の節水な

どにより、水道料金収入が減少すると見

込んだものでございます。
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　目２、受託工事収益では、前年度に比

べ１７０万４，０００円の増額となって

おります。これは、受託事業である南千

里丘のまちづくりに伴う配水管布設工事

などが増加することによるものでござい

ます。

　目３、その他営業収益では、前年度に

比べ９万９，０００円の減額となってお

ります。この主な理由といたしましては、

住宅建設の減少などにより、設計審査手

数料が減少すると見込んだものでござい

ます。

　３２ページ、目４、受託事業収益では、

前年度に比べ５２１万９，０００円の減

額となっております。この主な理由とい

たしましては、下水道料金徴収受託料の

算定基準の内容を精査したことによるも

のでございます。

　項２、営業外収益、目２、受取利息及

び配当金では、前年度に比べ４５万円の

減額となっております。この理由といた

しましては、金利の低下により貸付金利

息収入が減少すると見込んでいるもので

ございます。

　目３、土地物件収益は、前年度と同額

の３１８万２，０００円を見込んでおり

ます。この内容といたしましては、土地

使用料では、中央送水所及び鳥飼送水所

の用地賃貸料、施設使用料では、太中浄

水場の施設賃貸料でございます。

　目４、雑収益では、前年度と同額の１

２万４，０００円を見込んでおります。

これは、給水装置工事施工基準の図書売

却益や、行政財産の目的外使用料などの

収入を見込んでいるものでございます。

　目５、納付金では、前年度に比べ２，

０８６万９，０００円の減額となってお

ります。この主な理由といたしましては、

住宅建設の減少などを見込んだものでご

ざいます。

　目７、他会計負担金では、前年度に比

べ１１６万８，０００円の減額となって

おります。この主な理由といたしまして

は、福祉減免に係る一般会計からの負担

金の減少などによるものでございます。

　次に３３ページから４６ページにかけ

ての収益的支出でございますが、款１、

水道事業費用、項１、営業費用、目１、

原水・浄水及び送水費では、前年度に比

べ１，８２３万９，０００円の減額となっ

ております。この主な理由といたしまし

ては、太中浄水場の動力費や薬品費等は

増加するものの、人件費や府営水の受水

費などが減少することによるものでござ

います。

　３６ページから３８ページにかけての

目２、配水・給水費では、前年度に比べ

４０９万９，０００円の減額となってお

ります。この理由といたしましては、漏

水調査や耐震調査業務委託料などは増加

するものの、人件費や配水管路図面出力

業務委託料などが減少することによるも

のでございます。

　３８ページから３９ページにかけての

目３、受託工事費では、前年度に比べ１，

４７８万３，０００円の減額となってお

ります。この主な理由といたしましては、

南千里丘のまちづくり関係の配水管布設

工事費が増加するものの、人件費が減少

することによるものでございます。

　３９ページから４１ページにかけての

目４、業務費では、前年度に比べ３７３

万５，０００円の増額となっております。

この主な理由といたしましては、人件費

などが増加することによるものでござい

ます。

　４１ページから４５ページにかけての

目５、総係費では、前年度に比べ４，５

７７万１，０００円の増額となっており

ます。この主な理由といたしましては、
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サーバ保守やシステム改修業務委託料な

どは減少するものの、退職給与金や非常

勤職員の賃金などが増加することによる

ものでございます。

　４５ページ、目６、減価償却費では、

前年度に比べ１，９９１万３，０００円

の減額となっております。この理由とい

たしましては、構築物の減価償却費は増

加するものの、機械及び装置や、工具器

具及び備品などの減価償却費が減少する

ことによるものでございます。

　目７、資産減耗費では、前年度とほぼ

同額の固定資産除却費を見込んでおりま

す。この内容といたしましては、機械及

び装置や工具器具及び備品などの廃棄に

よるものでございます。

　次に項２、営業外費用、目２、支払利

息及び企業債取扱諸費では、前年度に比

べ１，３６４万７，０００円の減額となっ

ております。これは企業債借入残高の減

少に伴う企業債利息の減少によるもので

ございます。

　目３、消費税では、前年度に比べ４４

８万８，０００円の減額となっておりま

す。これは、税務署に納める消費税及び

地方消費税の納税額を予定しているもの

でございます。

　目５、雑支出では、前年度と同額の３

００万円を見込んでおります。この内容

といたしましては、水道料金の過年度還

付金などでございます。

　４６ページ、項３、予備費、目１、予

備費では、前年度に比べ５００万円の増

額となっております。これは決算による

消費税及び地方消費税の増加などに備え

るものでございます。

　続きまして、資本的収入でございます

が、款１、資本的収入、項１、企業債、

目１、企業債では、前年度に比べ３，０

００万円の減額となっております。これ

は配水管整備事業における起債対象事業

の減少を見込んだものでございます。

　項２、工事負担金、目１、工事負担金

では、前年度と同額の１４５万円を見込

んでおります。これは消火栓５基の設置

に係る負担金を予定しているものでござ

います。

　項３、貸付金、目１、貸付金は、摂津

市土地開発公社からの貸付金返還金とし

て５億円を計上しているものでございま

す。

　次に４６ページから４８ページにかけ

ての資本的支出でございますが、款１、

資本的支出、項１、建設改良費、目１、

施設改修費では、前年度に比べ８，０５

８万９，０００円の増額となっておりま

す。これは、太中浄水場の２号急速沈殿

池設備更新と耐震補強工事、及び監視設

備の一部更新などを行うものでございま

す。

　４７ページ、目３、固定資産取得費で

は、前年度に比べ２，４４４万７，００

０円の減額となっております。この主な

理由といたしましては、工具器具及び備

品や車両及び運搬具の購入費が減少する

ことによるものでございます。

　４７ページから４８ページにかけての

目６、配水管整備事業費では、前年度に

比べ３２１万６，０００円の減額となっ

ております。この主な理由といたしまし

ては、鉛管対策工事費は増加するものの、

千里丘ガード拡幅事業に伴う配水管布設

工事費が減少したことなどによるもので

ございます。

　４８ページ、項２、企業債償還金、目

１、企業債償還金では、前年度に比べ３，

８８９万７，０００円の減額となってお

ります。これは起債額の抑制と繰上償還

などの効果によるものでございます。

　項３、貸付金、目１、貸付金は、摂津
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市土地開発公社への貸付金として、前年

度と同額の５億円を計上しているもので

ございます。

　項４、予備費、目１、予備費では、前

年度と同額の５００万円を計上いたして

おります。

　以上、平成２１年度摂津市水道事業会

計予算の補足説明とさせていただきます。

　続きまして、議案第１１号、平成２０

年度摂津市水道事業会計補正予算（第２

号）につきまして、目を追って主なもの

について、補足説明をさせていただきま

す。

　補正予算書９ページ、補正予算実施計

画説明書をご参照願います。

　まず収益的収入でございますが、款１、

水道事業収益、項１、営業収益、目１、

給水収益では２，１００万円を減額する

もので、この主な理由といたしましては、

水需要の減少によるものでございます。

　目２、受託工事収益では、１，１９０

万４，０００円を減額するもので、これ

は公共下水道工事に伴う給配水管移設工

事の減少などによるものでございます。

　項２、営業外収益、目２、受取利息及

び配当金では、２５６万５，０００円を

増額するもので、これは定期預金の利率

が当初の見込みを上回ったことによるも

のでございます。

　目５、納付金では、２，０００万円を

減額するもので、これは住宅建設の減少

などによるものでございます。

　次に、１０ページから１１ページにか

けての収益的支出でございますが、款１、

水道事業費用、項１、営業費用、目１、

原水・浄水及び送水費では、１，４４０

万９，０００円を減額するもので、これ

は、電気料金の上昇などにより、動力費

が増加するものの、府営水受水量の減量

により、受水費が減少することによるも

のでございます。

　目２、配水・給水費では、１６０万９，

０００円を減額するもので、これはマッ

ピングシステム保守委託料の執行差金な

どによるものでございます。

　目３、受託工事費では、１，１０３万

１，０００円を減額するもので、これは

公共下水道工事に伴う給配水管移設工事

などの減少によるものでございます。

　目４、業務費では、３００万円を減額

するもので、これは検定満期量水器取替

業務委託料の執行差金などによるもので

ございます。

　目５、総係費では、１１８万８，００

０円を減額するもので、これはデータベー

スサーバの更新により、サーバ保守委託

料が減額となったことによるものでござ

います。

　項２、営業外費用、目２，支払利息及

び企業債取扱諸費では、５１万６，００

０円を減額するもので、これは前年度に

起債した企業債の利率が当初の見込みを

下回ったことによるものでございます。

　目３、消費税では、６３万８，０００

円を増額するもので、これは各種費用の

削減により仮受け消費税に比べ、仮払い

消費税が減少するため、結果として税務

署に納める消費税及び地方消費税が増加

することによるものでございます。

　１１ページ、項３、特別損失、目１、

特別損失につきましては、転出先不明及

び企業倒産等による水道料金等の実質的

な徴収不能分を欠損処分するため、１，

０１９万８，０００円を計上するもので

ございます。

　続きまして、１２ページ、資本的収入

でございますが、款１、資本的収入、項

１、企業債、目１、企業債では、３，０

００万円を減額するもので、これは千里

丘ガード拡幅事業に伴う配水管布設工事
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費の減少などによるものでございます。

　資本的支出でございますが、款１、資

本的支出、項１、建設改良費、目１、施

設改修費では、６３０万３，０００円を

減額するもので、これは太中浄水場の施

設改修工事などの執行差金によるもので

ございます。

　目３、固定資産取得費では、８１８万

７，０００円を減額するもので、これは

水質分析機器や量水器購入の執行差金な

どによるものでございます。

　１３ページ、目６、配水管整備事業費

では、１，８６７万７，０００円を減額

するもので、これは配水管布設工事に係

る執行差金などによるものでございます。

　以上、平成２０年度摂津市水道事業会

計補正予算（第２号）の補足説明とさせ

ていただきます。

○山本靖一委員長　質疑に入ります。

　南野委員。

○南野直司委員　それでは、何点かお聞

きしたいと思います。

　まず、１点目でございますけれども、

予算書の１ページの業務の予定量、第２

条に年間総給水量が書いてありますけれ

ども、１，１４３万立方メートルと記載

されておりますけれども、自己水と府営

水の割合が何％ぐらいになっているのか。

この２０年度と新年度もできたらお聞か

せいただきたいと思います。

　それから、２点目でございますけれど

も、３１ページの給水収益２３億５，１

９７万３，０００円についてでございま

すけれども、前年度に比べて、約３，０

００万円の減額となっておりますという

ことで、先ほど部長からご説明もいただ

きましたけれども、市民の方や、その企

業などの節水意識の向上によって、水道

料金の収入が減少するということで認識

しておるんですけれども、今後、新年度

以降どうなっていくのか。その辺、もし、

見込んでおられる部分ですね、お聞かせ

いただきたいと思います。

　それから、３点目に、３４ページの委

託料の中の水質共同検査業務委託料、１

４６万５，０００円についてでございま

すけれども、この業務の中身について具

体的な部分ですけれども、お聞かせいた

だきたいと思います。

　それから、４点目に、３７ページの漏

水調査業務委託料、２５０万円について

でございます。今回、漏水探知器も購入

ということで計上されていると思うんで

すけれども、業務の内容について、具体

的な部分お聞かせいただきたいなと思い

ます。

　それから、５点目でございますけれど

も、同じく３７ページの耐震調査業務委

託料、５２０万円についてでございます

けれども、これも業務の内容について、

具体的な部分、お聞かせいただきたいと

思います。

　それから、６点目、２０ページの職員

数の異動状況が記載されておりまして、

退職される方７名に対して、採用が１名

という状況でございます。積極的に行財

政改革に取り組んでいただいておるのか

なと思うんですけども、急激な削減に対

して、業務上、大変にならないのかなと

認識するんですけれども、その点、お聞

かせいただきたいと思います。

　それから、７点目でございますけれど

も、４０ページの検針業務委託料、２，

０５１万５，０００円についてでござい

ます。前年度に比べて増額になっておる

と思うんですけれども、その中身につい

て、お聞かせいただきたいと思います。

○山本靖一委員長　松井課長。

○松井営業課長　それでは、営業課に関

する分についてご答弁させていただきま

－29－



す。

　まず、２番目の給水収益についてでご

ざいますが、給水収益につきましては、

平成２０年１１月以降、かなり厳しい状

況となっております。２１年１月末まで

の前年比１０か月間の比較では、７，０

００万円の減少となっております。使用

水量につきましては、これも、いまだ下

げがとまっていない状態でありますが、

年間３万トン以上ご使用される大口需要

者につきましては、前年比１０か月間で

はほぼ同じ状態であるんですが、やはり

一般使用者や中小規模の事業者の方で、

１２万トンの減少となっております。

　したがいまして、平成２１年度の給水

収益としましては、前年度予算額から１．

３％減の２３億５，１９７万３，０００

円を計上させていただいたものでありま

す。

　７番目の検針業務委託料ですが、検針

業務委託料につきましては、検針業務に

要する諸経費とか、委託業務単価により

算出されておるわけでございますが、そ

の内容ですが、検針員の給与とか福利厚

生費、通信運搬費、備消耗品費、それか

ら、修繕費、保険料などが契約内容に含

まれているわけでございますが、平成２

１年度につきましては、待遇改善としま

して、摂津都市開発株式会社と協議した

中で、検針員さんの有給休暇の付与を与

えております。

　それと、給水装置工事の新規申し込み

による委託検針数の増加を見込み、前年

度より６２万円増額の２，０５１万５，

０００円を計上させていただいたもので

ございます。

　以上、ご理解賜りますようお願い申し

上げます。

○山本靖一委員長　原課長。

○原工務課長　工務課の方からお答えさ

せていただきます。

　４点目の漏水調査の委託料ですけれど

も、ことしについては、送水所の流出管

関係でパイ２００から６００の幹線につ

いて漏水調査を予定しております。距離

については、２７．５キロメートルとい

うことで、内容につきましては、その区

間にあるバルブとバルブの間で、夜間に

おいて漏水調査をするということで、２

１年度は一応、２７．５キロメートルと

いうことで、次年度以降は２１年度の結

果を精査しながら計画を立てていきたい

なというふうに考えております。

　５番目の耐震調査の委託料なんですけ

ど、これは、平成７年、阪神・淡路大震

災以降、本管も含めて耐震管ということ

で整備をしてきましたけど、橋梁につい

ては調査しておりませんでした。そういっ

た中で、今後、摂津市において、トラス

橋等幾つかありますので、それの下部構

造も含めて、耐震補強もする意味の中で、

調査していきたいと。今年度については

１橋、これは場所的に言いますと、摂津

市の防領橋という橋で、５００の管が渡っ

ております。そこの耐震補強も含めて委

託を考えておるところであります。

○山本靖一委員長　林課長。

○林浄水課長　１点目の総配水量につい

てなんですけれども、今年度は１，１４

３万トン予定しておりますが、府営水に

つきましては７７８万トン、それと自己

水ですね、３６５万トンを予定しており

ます。比率としては３１．９％を見込ん

でおります。

　それと、第２番目ですけれども、１４

６万５，０００円、水質検査の共同検査

ですけれども、２０年度委託件数につき

ましては１４３件、委託料にしまして１

５２万２，０００円から、２１年度委託

数が１３３件、委託料が１４６万５，０
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００円となり、委託数が１０件、委託料

が５万７，０００円の減少となっており

ます。

　この要因は、平成２０年度に水質分析

器イオンクロマトグラフを更新した結果、

水質基準項目の塩素酸が自己分析が可能

となったためでございます。

○山本靖一委員長　乾次長。

○乾水道部次長　それでは、２０ページ

の職員数の異動状況で、６人減になって

おるということで、急激な職員数の削減

が業務に支障を出さないかというご質問

でございますが、ここに記入させていた

だいております４６人、あるいは５２人

という職員数は、いわゆる定数内職員で

ございまして、フルタイムですね、常勤

の職員の数を記入させていただいており

ます。したがいまして、常勤の職員は確

かにこのように６名減少になるわけでご

ざいますが、これ以外に、再任用短時間

勤務職員というのがございます。前年度

５２名に対しまして、これ以外に再任用

短時間勤務職員が１名の合計５３名の職

員でございます。今年度２１年度は、こ

の４６名のフルタイム職員に対して、再

任用短時間勤務職員が５名の予定でござ

います。したがいまして、実質２名の減

少ということになろうかと思っておりま

す。

　非常に職員数の減というのは、ここ数

年ずっと続けてきておりますので、楽な

状況では決してございませんけれども、

この２名の減少については、職員の努力

でカバーしていきたいというふうに考え

ております。

○山本靖一委員長　南野委員。

○南野直司委員　ありがとうございます。

　それでは、２回目の質問をしたいと思

います。

　１点目の年間総給水量の割合について

ご答弁いただきまして、わかりました。

決算時にも、お聞きしたんですけれども、

経営基盤の強化を図るために太中浄水場

の施設稼働率を高めることに取り組んで

おるというか、検討していただいている

と思うんですけれども、一つは、自己水

のエリアの拡大ということで、千里丘ガー

ドの３００ミリの配水管の整備をされた

その結果、ここに反映してきているのか

なと、それが１点お聞きしたい分と、も

う一つは、毎年大阪府の府営水を購入し

ておられると思うんですけれども、承認

水量に関して、大阪府との協議で２０万

トンの削減と前回言われておりましたが、

新年度以降、その削減の部分ですね、そ

のまま２０万トンの削減でいくのか等々、

お聞きしたいと思います。

　それから、２点目の給水収益に関しま

して、年々減少傾向にあるとご答弁いた

だいたんですけれども、水道事業の経営

の観点からは、非常に厳しいのかなと本

当に認識するんですけれども、逆に、水

を大切に、水は私たちの大切な資源です

という観点から、節水を呼びかけておら

れる自治体もありまして、大阪府もホー

ムページなんかを見ておりましたら、積

極的に節水を水道部として、大阪府営水

として呼びかけられておられますけれど

も、そういった観点をどのように考えて

おられるのか。一つお聞きしたいと思い

ます。

　それから、３点目の水質共同検査業務

委託料についてでございますけれども、

ご答弁いただきまして、業務の内容につ

いてご答弁いただいたんですけれども、

摂津市の水道事業年報、この平成１５年

から１９年度のあゆみをちょっと私見て

いたんですけれども、蒸発残留物が目標

値に対して非常に高いというので、この

蒸発残留物が高い方がおいしい水やとい
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うことを議事録にも載っておりまして、

見させていただいたんですけれども、こ

こで改めてお聞きしたいんですけれども、

太中浄水場の自己水のセールスポイント

というか、もし、そんなのがあればお聞

きしたいなと思います。

　それから、４点目の漏水調査業務の内

容についてご答弁いただきまして、理解

をしたんですけれども、各自宅の漏水に

ついてはホームページにも丁寧に点検方

法など記載していただいておるんですけ

れども、先ほど漏水の点検で、距離で２

７．５キロの検査をされるということで

ございますけれども、例えば、わかる範

囲でいいと思うんですけれども、どれぐ

らいの漏水の量を見込まれているのか。

わかるかどうかあれなんですけれども、

どれぐらい漏れているのかなとちょっと

興味ありまして、その部分、お聞きした

いと思います。

　それから、５点目でございますけれど

も、耐震調査業務についてであります。

業務の内容についてご答弁いただいたん

ですけれども、例えば、大きな災害が起

こったときとかに、一津屋には三島浄水

場等々がありまして、摂津市にも大きな

災害が起こったときには市民が何週間か、

ちょっとあれですけれども、暮らしてい

ける、飲める水を確保できるような装置

もついていると思うんですけれども、大

阪府とのそういった連携体制というので

すか、そういうのがあるのかどうなのか、

その点をお聞きしたいと思います。

　それから、６点目の職員数についてご

答弁いただきまして、実質２人の減とい

うことでご答弁いただいたわけなんです

けれども、ここにおきましても、しっか

りと行財政改革に取り組んでいただきな

がら、業務に支障のないように取り組ん

でいただきたいなと思います。これは要

望としておきます。

　それから、７点目の検針業務委託料の

内容についてもお答えいただきまして、

理解をいたしたんですけれども、ここで

一つお聞きしたいんですけれども、検針

業務に回られていて、例えば、独居の方

とか、これはちょっとおかしいな、全然

住んでおられるのにメーターが上がって

ないなとか、そういったケースというの

が今まであったのかどうか。その辺を、

中で倒れられているのと違うかなとか、

そんなケースがもしありましたら、お答

えいただきたいなと思います。

○山本靖一委員長　答弁を求めます。乾

次長。

○乾水道部次長　太中浄水場の稼働率を

高めるというようなことで、千里丘ガー

ドの拡幅時に３００ミリの配水管を設置

している、今年度も反映はされているの

かというようなお問いでございますが、

確かに千里丘ガードに３００ミリの配水

管を平成２０年度の工事として布設を完

了しております。しかし、先ほどもちょっ

と申し上げておりますとおり水需要が年々

減少しております。この現状では、府営

水の承認水量の削減をしない限り、自己

水量をふやすことができません。

　どういうことかと言いますと、結局、

３００ミリの千里丘ガードに配水管を布

設はいたしましたけれども、自己水量を

現状よりも大幅にふやすことができませ

んので、千里丘の方に水を送れないとい

う状況になっております。したがいまし

て、私どもといたしましては、今後、大

阪府とまた協議して、府営水の受水量と

いいますか、承認水量ですね、それの削

減をお願いして、自己水量の拡大を図っ

て、もって千里丘の方面にも自己水を配

水していきたいと、そういう考えを持っ

ております。
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　それから、今申しましたように、府の

承認水量の協議、これ、新年度はどうや

というお問いがございました。これにつ

きましても、今申し上げましたとおり、

今後も府営水の承認水量は削減の方向で

協議を進めていきたいと、大阪府にお願

いしてまいりたいというふうに思ってお

ります。

　それから、給水収益の減少する中で、

節水の呼びかけ等を他市ではされている

と。これに対して摂津市水道部としてど

う考えるんやというご質問でございます

が、これにつきましては、私どもは何も

むだな水の使い方はしてほしくないとい

うふうに考えております。そういう意味

では、節水してもらいたいというふうに

思っておるんです。

　しかし、例えば、気持ちとしては、天

然水などをよく売られておりますよね。

あるいは、お茶とかも売られております。

水道の水は、そのまま飲むと体によくな

いとかいうような、そういう一般的なう

わさというようなものもございます。そ

ういったことは、私ども水道水をそのま

ま飲むと体に悪い、だから、天然水を買っ

て飲む、あるいはお茶を買って飲むとい

うようなことにつきましては、水道水と

いいますのは、厚生労働省が水道法で水

質とかを十分に検討した結果、水質基準

を定めて、それに基づいて我々供給して

いるものでございますので、そういう意

味では、水道水に対する誤解等はといて、

水道水はどんどん飲んでいただきたい、

使っていただきたい。ただし、むだな使

い方はしてほしくないと、しないでいた

だきたいとそういう考えでございます。

　それから、大阪府との災害時の連絡体

制ということでございますが、大阪府と

は、大阪府は、平成９年に大阪府水道震

災対策相互応援協定というのを府下的に

締結させていただいております。それに

よりまして、大阪府も含めて、大阪府下

の全水道事業者がお互いに災害のときに

は協力し合うということになっておりま

すので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

　また、大阪府以外にもいろんな協定も

ありますので、そういう危機管理のとき

の相互応援については、ご心配いただか

なくてもいいような体制となっておりま

すので、よろしくお願いいたします。

○山本靖一委員長　松井課長。

○松井営業課長　７番目の検針業務委託

料の、独居の方とかのメーターの確認と

かいうようなことですが、今まで検針し

た中で、独居の方等がお家の中で倒れて

いたとかいうのは、そういうケースはご

ざいませんけれども、検針した場合に、

私どもの方は使用水量というのを見させ

ていただいておる中で、通常よりかいつ

もよりほとんど少ないとかいうようなケー

スもございますので、その場合につきま

して、また戻りまして、中で、私ども住

基がありますので、その方が一体お年を

召された方かどうかというようなことで

そういった確認をして、水道部としまし

たら、一応、そういう方法で気をつけて

いるというような内容になります。

　漏水の件なんですけれども、総配水量

と有収水量がありまして、その差額が漏

水、いろいろあるんですけれども、有効

無収水量と無効無收水量、無効無収水量

がいわゆる私ども一般家庭の漏水減免を

している分と、道路上の本管での漏水し

ているという可能性の水量になるわけで

ございますが、一般家庭の漏水につきま

しては、平成２０年２月末現在では、今

のところ１万２，４６６立方メートルの

減免措置をしております。１９年度につ

きましては、１万６，６３３立方メート
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ルの減免措置をいたしております。

○山本靖一委員長　林課長。

○林浄水課長　自己水のセールスポイン

トということなんですけれども、私ども

の自己水は井戸水ですので、年間通じて

１６度から１７度で冷たくておいしい。

水をおいしくする成分といたしましてミ

ネラル分がありますが、ミネラル分とは

硬度の成分であるカルシウム、マグネシ

ウムを初め、ナトリウム、カリウム、鉄、

マンガンなどが水にとけている鉱物の総

量であります。

　ミネラル分の量が１リットル中３０ミ

リグラムから２００ミリグラムを含んで

いる水がおいしいと言われております。

一番まろやかなのは、１００ミリグラム

ぐらいのところが一番まろやかであると

言われております。ミネラル成分の合計

ですが、太中浄水場と六甲の水を比べま

すと、太中浄水場の場合は６７．９ミリ

グラム、六甲の水については４８．０ミ

リグラムということですので、太中の水

がおいしいと思います。

○山本靖一委員長　原課長。

○原工務課長　先ほど漏水調査の分で、

量がどんなものかということなんですけ

れども、先ほど営業課長も給水の方で答

えましたけど、本管についても、１９年

度、事業年報に載せてます、私も多分だ

と思いますけれども、不明水量で上げて

ますトン数が多分漏水がしている量かな

というふうに、普通、洗管とかの量とか、

いろんな消防の火災活動の量とか全部別

に引いてますので、それ以外に残るこの

分でしたら、パーセントでは０．９％ぐ

らいかなというふうに考えております。

　それから、耐震の関係で、府の協定も

してますけど、私どもの送水場のタンク

は緊急遮断弁といいまして、震度５以上

であれば、その地震以上であれば、遮断

弁がぱっとおりるという形で、そのタン

クの水量は常に確保できるというふうに

も考えておりますので、そういった面で

は幾らかの緊急時の市民の方の水量には

ある程度は賄えるのかなというふうにも

考えております。よろしくお願いします。

○山本靖一委員長　南野委員。

○南野直司委員　ありがとうございます。

　１点目の太中浄水場の施設稼働率の向

上についてのご答弁いただいたんですけ

れども、今後におきましても、稼働率を

高めることに取り組んでいただきますよ

うに、よろしくお願いしたいと思います。

　それから、２点目の給水収益に関しま

して、節水を呼びかける観点からという

ことでご答弁いただいたんですけれども、

積極的にその辺も視野に入れて節水を呼

びかけていただければなと思いますので、

よろしくお願いをしたいと思います。

　それから、３点目の太中浄水場の水質

に関しましてのセールスポイント等々お

聞かせいただいたんですけれども、太中

浄水場の歴史といいますか、見させてい

ただいたんですけれども、昭和４０年の

３月に完成して以来、市制施行２０周年

記念とか、水道フェスティバルとかされ

て、これは平成３年です。また、７年に

は水道事業創設４０周年記念、これも水

道フェスティバル等々ずっとされている

んですけれども、それからフェスティバ

ル等々されてないのかなと思うんですけ

れども、ちょうど来年の３月、太中浄水

場ができて４５周年になりますし、何か

アピールをされたらどうかなと思うんで

す。

　例えば、マスコットキャラクターとい

うんですかね、そういうのを何か募集さ

れたり、大阪府だったら、みずまるくん

でしたか、そういうのをキャラクターで

アピールされておりますけれども、どう
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かなと思うんですけれども、その辺どう

でしょうか。１点お聞かせいただきたい

なと思います。

　それから、４点目の漏水調査業務につ

いてご答弁いただきまして、よくわかり

ました。漏水対策を今後におきましても

しっかりしていただきますように、よろ

しくお願いしておきます。要望としてお

きます。

　５点目の耐震調査について、大阪府と

の連携等々ご答弁いただきましてよくわ

かりました。結構です。

　それから、７点目の検針業務について、

安否確認という観点から、ちょっとご答

弁いただいたんですけれども、今後にお

きましても、そういった安否確認ができ

るような協力といいますか、そういうこ

とも視野に入れていただいて取り組んで

いただければうれしいなと思います。

　以上で終わります。

○山本靖一委員長　林課長。

○林浄水課長　フェスティバルとか、キャ

ラクターですね、つくったらどうかとい

うことなんですけれども、これはまた総

務課の方とゆっくり相談させていただき

まして、またご答弁させていただきます。

○山本靖一委員長　ほかに。原田委員。

○原田平委員　まず、今、大阪府と大阪

市が水道を統合しようということで、そ

の動きで協議に入っておられるというふ

うに聞いております。その中で、それぞ

れの市町村の意見も協議をしていきたい

というような意向でありますが、本市と

して、あるいは北摂状況、いろいろあろ

うかと思いますが、どのような状況に今

なっているのか。そして、メリット、デ

メリット等はどのようになっていくのか。

先ほどの南野委員のこの承認水量の問題

もありますので、一度、市の方のお考え

を聞きたいと思います。

　太中浄水場におきます汚泥残渣の処分

委託料として、運搬と処分とで約６００

万円ほどの計上がされていますが、その

内訳についてお尋ねをいたしたいと思い

ます。

　下水道の使用料徴収事務受託料、先ほ

どの補足説明の中で、約５２１万円減額

した。算定基準の見直しをしたというこ

とでありますが、以前にも私の方から指

摘をいたしまして、非常に高いんじゃな

いかということで、減額をしていただい

たわけでございますが、その内容につい

てお尋ねをいたします。

　工事についてでありますが、昨年のこ

の千里丘送水所の管の破裂によりますい

ろいろな取り組みが必要となってきてい

るということでありまして、本年の市政

方針の中にうたわれました千里丘送水所

からの配水管の複線化ということが載っ

ておりますので、これについて、どのよ

うな状況になっているのか。まず、お尋

ねをいたしたいと思います。

　それで、鉛管対策に４，６００万円、

給配水管布設工事で３，８９１万円、配

水管整備事業で９，７３１万円、給配水

管維持管理費で３，０３５万円というこ

とであります。合わせて約２億ほどの工

事でありますが、体制とその状況につい

てお尋ねをいたしたいと思います。

○山本靖一委員長　林課長。

○林浄水課長　汚泥残渣と運搬について

のご質問でございますけれども、運搬の

方につきましては、３３万５，０００円

ほど増額になっておりますが、平成２０

年度より約３％の値上げという形で、２

０年度は３万１，５００円だったものが、

２１年度３万２，５５０円と見込んでお

ります。回数につきましては、１１６回

を見込んでおります。１回４トントラッ

クでございます。
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　それと、汚泥残渣処分委託料でござい

ますが、これもおよそ９％の値上げとい

う形で、大阪湾臨海環境センターから８

月の中ごろに説明会がありまして、２０

年度では４，８３０円が、２１年度では

５，２５０円という形で、通知の方が参っ

ております。運搬回数としまして４６４

回を予定しております。

○山本靖一委員長　松井課長。

○松井営業課長　３番目の下水道料金徴

収受託料についてでございますが、下水

道料金徴収受託料につきましては、以前

も言いましたが、覚書第９条の算式によ

り徴収受託をしておるところでございま

すが、その算式の中に業務費と経理係の

人件費が一応基礎となって徴収受託をい

たしておるところでございますが、水道

部内でいろいろ検討しました結果、その

当時よりＯＡ化が進んでいることなどを

考慮しまして、経理係の人件費を一部削

減し、前年度より５２１万９，０００円

減額の３，６４４万円を計上させていた

だいたものであります。

○山本靖一委員長　原課長。

○原工務課長　千里丘の送水所の複線化

の件なんですけど、昨年１１月２０日に

市民の皆さん、また、議会の皆さんに大

変ご迷惑をかけました。そういった中で、

どうしても送水所の根幹である幹線です

から、一時、市民にいかに迷惑をかけな

いということで、安定的な給水を送ると

いう意味で、送水所の中からパイ２００

の管を１４８メートル、２１年度は計画

をしております。それは、当然、地元の

方にご協力を得ながら工事をやっていき

たいというふうに考えております。

　それから、整備関係、維持管理事業、

それから鉛管対策、受託事業も含めて、

工事費も含めてどうなのかということで

ありますけど、整備については十三高槻

線の関係、それから、もう一つは、南千

里丘まちづくりの関係、それから、以前

から申してます老朽管の耐震化による整

備の関係等々出ていました。維持管理事

業についても４件ほど、とりわけ給水管

の漏水の多いところを重点的に４か所を

計上しているところでありますけれども、

今の現有でということであれば、できる

だけ職員にお願いしながら、何とか乗り

切っていきたいなというふうに考えてお

ります。

○山本靖一委員長　乾次長。

○乾水道部次長　大阪府と大阪市の水道

事業の統合についての、本市としての考

え方とか、あるいはメリット、デメリッ

ト等についてどうなのかというお問いで

ございますが、本会議の代表質問で、三

宅議員の方からご質問もあって、市長も

答弁しておりますが、大阪府は企業団方

式といいますか、一部事務組合方式をとっ

て、大阪府と大阪市だけでなくて、府下

市町村の水道事業も全部統合してしまえ

るような体制をとるべきというふうに大

阪府はおっしゃっておられます。大阪市

はそういうことではなくて、大阪府の用

水供給事業、大阪府の水道事業ですね、

これを大阪市が全部吸収してしまうとい

う方向を提示されておられます。

　これに対しまして、両方その案のメリッ

ト、デメリットはございます。簡単に言

えば、大阪府の企業団方式といいますの

は、統合するのに非常に時間がかかるだ

ろうというふうに思われます。ですから、

いつ実現されるのか、ちょっとめどは立

たないというようなことがございます。

それから、大阪市につきましては、大阪

市が大阪府の用水供給事業を吸収されま

すと、市町村から用水供給される水の単

価について、全く要望ぐらいしかできな

いと。料金については完全に決められる
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のは大阪市の市議会で料金が決められて

しまうということで、これは非常に府下

各市町村ともに、この点については非常

に懸念されているところでございます。

　今、この件に関して、府下の市町村で

とっておりますのが、大阪府大阪市水道

統合に係るアンケート調査というのを、

つい先日実施されました。それについて、

要は、大阪府が考えておられる企業団方

式に賛成かどうか、あるいはそれを修正

して賛成するかどうか。または、大阪市

の、要は府営水道を吸収して、あとは料

金等については府下市町村で協議会をつ

くってそこの意見は聞きましょうという

体制でいくのがいいという大阪市の案、

これに賛成するかどうか。あるいはこの

大阪市の案を修正して賛成するかどうか。

それからもう一つは、その他の意見とい

う５項目の選択肢を設けられてアンケー

トをとられて、その結果、摂津市は、大

阪府、大阪市、そのいずれの案にも、今

の現時点では賛成しかねると。何とも言

えないということで、大阪府と大阪市の

間でもっと協議を深めてくださいという

意見を出しております。

　ちなみに、府下では、大阪府案にその

まま賛成は１４自治体、それから企業団

方式に一部修正を加えたらいいというの

が１３自治体。それから、大阪市の案に

そのまま賛成はゼロ。それから、大阪市

の案を修正して賛成されるのは１市。そ

れから、私どものように大阪府案、大阪

市案ともにとりかねるというふうに考え

ておられるのが１３市町村でございます。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　今、初めて摂津市の対応

というものを聞きまして、大阪府案に反

対をするという意思表示をされたという

ことでありますが、本市も先ほどありま

したように自己水も抱えておりますし、

それ以外はすべて府水を入れてるわけで

ありますから、そういった意味で、そし

てまた、市域の西側に行けば、大阪市と

隣接をしているとこういう状況がありま

して、非常に複雑な状況だというふうに

感じるわけでありますが、この意見でい

けば、約３分の１が大阪府案に対して賛

同しかねるというような意見であります

ので、今後、推移を見ながら、また地元

府会議員も通じて、市の方の意見を十分

反映させながら、本来はやはり市民のた

めにどうあるべきか。そして、安定給水

ができるという方向を探りながら、ひと

つ進めていただきたいということ、これ

ちょっと複雑でございますので、その要

望だけをしておきたいと思います。千里

丘送水所からのこの複線化ね、パイ２０

０のやつを１８４メートル布設するとい

うことでありますが、既存の関係と、新

たな供給のこの配水管、これどうなるの

か、もう少しご説明をいただければ、非

常にありがたいと思っております。

　昨年からのこの事故にかかわって大変、

給水に対して、あるいは市民に安心の給

水をされるために、多額の費用をかけら

れるわけでありますが、万全な体制をとっ

ていただきたいということ、これも要望

しておきたいと思います。

　それから、林課長の方から聞きました

が、処分の方が４６４回ということで、

ちょっと先の運搬の１１６台とはちょっ

と説明がわかりにくかったので、もう１

回ご説明いただきたいと思います。

　徴収事務の委託料、大変ご努力をかけ

まして、安価になったわけでありますが、

ＯＡ化も進んでおりますし、振込も十分、

自動引き落としも進んでおりますので、

できたら今後も引き続き土木下水道部と

協議をしていただいて、できるだけ市民

の負担が軽くなるように、ひとつご尽力
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をいただきたいということを要望してお

きます。

○山本靖一委員長　原課長。

○原工務課長　複線化ですけど、送水所

の中から今現在３００の管が送水管とし

て出ています。送水所のその３００から

もう１箇所２００の管を引き込みまして、

以前割れたところがありますので、今回、

２１年度で計画しているところが入れば、

その管を次の年度でまた整備をしていく

という考えでおりますので、今現在、複

線しないと、なかなかその整備が、千里

丘送水所出口ですから、とめることはな

かなか困難なので、それの整備が、複線

ができれば、その管を年次計画を立てて

やっていきたいなというふうに考えてお

ります。

○山本靖一委員長　林課長。

○林浄水課長　１点、すみません、私、

ちょっと勘違いしておりまして、汚泥残

渣処分委託料の方は、４６４トン、１ト

ン当たりが５，２５０円ということでご

ざいます。

○山本靖一委員長　乾次長。

○乾水道部次長　ちょっと先ほどの私の

府市統合に関する答弁がちょっと悪かっ

たんだと思いますけれども、摂津市は、

大阪府の案に反対というふうにはっきり

態度を決めているわけでもございません

で、現時点においては、大阪府の案にも、

大阪市の案にも賛成しかねると。ですか

ら、大阪府と大阪市でもっといい方向で

協議をしていただきたいという、そうい

う考えでございますので、その点、よろ

しくご理解のほどお願いします。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　こんにちは。それでは、

数点、質問させていただきます。

　まず１点、特別損失についてでありま

す。平成２０年度予算では８３６万の予

定が、補正では１，０１９万８，０００

円ということで、平成２１年度では９７

１万２，３８１円、これの内容、取り組

みをご説明ください。

　続きまして、予算書３１ページ、先ほ

ど南野委員も質問されていました給水収

益であります。平成２０年度は２３億８，

２０６万８，０００円、平成２１年度は

２３億５，１９７万３，０００円で、３，

００９万５，０００円の損失を見込まれ

ておりますが、これの取り組みというの

か、ただ単に節水がふえたので給水収益

が少なくなるというのは、先ほどの説明

でわかったんですが、これを上げるため

の取り組みをどのようにされているのか。

具体的な説明をお願いしておきます。

　それと、予算書９ページ、水道事業資

金計画のところの未収金３，１９３万５

００円減のご説明をお願いします。

　続きまして、予算書１５ページ、当年

度純利益が３億１，９１６万３，９５２

円出ております。前年度繰越利益剰余金

が６億８，７２０万２，４７３円で、トー

タル１０億６３６万６，４２５円が出て

おります。これの内容というのか、これ

は、多分いろんな形の取り組みで、純利

益がこれほど皆さんの努力で上げられて

いると思うんですが、その内容をちょっ

とお聞かせください。

　続きまして、予算書１９ページの給与

費、手当のところで、時間外が２５０万

４，０００円少なくなっております。ま

た、特殊勤務手当２２万４，０００円少

なくなっております。宿日直手当が５９

万円少なくなっております。これのご説

明をよろしくお願いしておきます。

　続きまして、予算書２０ページ、先ほ

ど南野委員もご質問されましたが、職員

数が５２名から４６名、６名減になった。

これはフルタイムの職員の数であって、
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再任用の方が４６名のところ５名ふえて、

実質は２名ですかね、そういう形で少な

くなったというご説明かと思うんですが、

こういった中で、いろんな取り組みで職

員数削減されて、再任用の方でそういう

技術の継承をなされていかれると思うん

ですけど、今後の取り組みをお聞かせく

ださい。

　続きまして、予算書３４ページ、電気

保安点検業務委託料４９０万から５４６

万にふえている理由をお聞かせください。

続きまして、予算書３４ページ、集中監

視装置等保守業務委託料、平成１９年が

５２１万８，０００円、平成２０年度が

４９３万５，０００円、平成２１年度が

３８７万５，０００円に減っております。

これの理由をお聞かせください。

　続きまして、自家発電機保守業務委託

料３７３万８，０００円。これ、前年と

同額になっております。これは、多分一

昨年ですか、電柱落雷があって、自家発

電じゃなくて、一応、複電化という形に

進んでおろうかと思いますが、この自家

発電機の委託料が同じという形の理由を

お聞かせください。

　続きまして、気曝槽等砂撤去工事３０

０万から１５０万に減額しております。

この理由をお聞かせください。

　続きまして、動力費、太中浄水場及び

各送水所、平成２０年度が７，７０８万、

平成２１年度が８，５７７万７，０００

円にふえております。この理由をお聞か

せください。

　続きまして、薬品費、平成２０年度１，

６９９万７，０００円、平成２１年度が

２，３４８万６，０００円にふえており

ます。これ、有水量も減っておって、ま

た、太中の気曝槽が完成しているかと思

うんですが、薬品費がふえている理由を

お聞かせください。

　続きまして、予算書３６ページの受水

費、これも、先ほどご質問がありました

が、府営水が平成２０年度は７億３，８

１９万円、平成２１年度が７億１，９６

８万９，０００円で、１，８５０万円少

なくなって、一応、府営水２０万トンと

いう形のところで、毎年取り組みをされ

てきているんですけど、先ほどの説明で

したら、この府営水が少なくならないと、

太中の施設の稼働率が上がらないという

ような理解をしたので、その辺がもし違

うようでしたら、この辺のご説明をお願

いしておきたいと思います。

　続きまして、予算書３７ページの交通

整理業務委託料、平成２０年度は１６１

万５，０００円、平成２１年度が２２３

万２，０００円に増加しております。こ

の理由をご説明ください。

　続きまして、予算書３７ページ、配管

作業業務委託料３４万７，０００円。こ

れは新規で上がっております。先ほど説

明していただいた、新規この３点、それ

ぞれ昨年の事故というのか、それから今

年度上げられたのか、もしくはそれ以前

からこういう調査をされていたのか。そ

の辺のところをお聞かせください。

　１７番目、予算書４０ページ、水道料

金納付書等で、平成１９年が１９５万９，

０００円、平成２０年度が１９７万１，

０００円、平成２１年度が２０１万１，

０００円ということで、これ、多分納付

書は毎年単年度で契約されて印刷されて

いるというように過去お聞きしたように

記憶しておりますが、これ、多分、管理

者が変わるその辺のいろんな事情がある

から、毎年変えるという話だったと思う

んですが、これ、２年契約とかにやれば、

もう少し金額が落とせるのではないかと

思うんですが、その辺のご説明よろしく

お願いしておきます。
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　１８番目、予算書４２ページ、非常勤

職員等賃金のところで、平成２０年で１，

９２８万４，０００円、平成２１年度で

２，０７３万６，０００円。１４５万２，

０００円ふえております。この理由をお

聞かせください。

　それと、予算書４４ページ、研修費が

平成２０年度７９万５，０００円から、

平成２１年度５７万６，０００円に減額

されております。この理由もご説明くだ

さい。

　続きまして、先ほど原田委員の方から

も質問がありました配水管整備事業であ

ります。ちょっと視点を変えたところで

ご質問させていただきたいと思います。

　複線化という事業の中で、多分、予算

がふえるのかなと思ったら、かえって３

２１万６，０００円減っております。こ

れの新たな取り組み、本年度本市の、先

ほど原田委員が言われましたような取り

組みの中でも、なおかつこの金額が減っ

ているという形のご説明をお願いしてお

きます。

　それと最後に、概要の１５８ページの

防災対策事業のところで、１２２万７，

０００円が出ております。これのご説明

よろしくお願いします。

○山本靖一委員長　原課長。

○原工務課長　交通整理員業務委託の件

なんですけど、昨年に警備業法が一部変

わりまして、主要幹線道路については、

検定合格員、２級以上の交通整理員をつ

けなさいということが改正されましたの

で、摂津市においては、３路線、環状線

と、それから大阪高槻線、それから茨木

寝屋川線の道路上の道路工事があった場

合の交通整理員については、検定合格員、

２級以上の整理員をつけなさいというこ

との改正がありまして、今年度について

は、その待機も含めて、一応、単価を、

当然、単価はちょっと上がりますので、

その分が全体で六十数万の増額となった

ものであります。

　それから、配管作業の業務委託料、こ

れ、今年度３４万７，０００円ですか、

新規で上げていますけど、昨年も事故が

ありまして、今現在、うちの工務で修繕

技師については再任用も含めて７名おる

ところでありますけど、これが緊急等で

夜間作業を含めて出た場合は、次の日の

業務に支障を来すというときには、この

費用で配管作業員、１回当たり４人で計

算して、大体５回、全５回ということで、

この分を新規で上げました。

　以前にも、数年前もこういう予算はあっ

たんですけど、大きい事故がなかったも

ので、計上はしてなかったので、来年度

からはそのような対応も含めてしたいと

思いまして、新しく３４万７，０００円

ということで、新規に上げさせていただ

いております。

　それから、漏水調査ですけど、先ほど

南野委員にもお答えしましたように、今

年度は２７．５キロ、送水所の幹線を中

心にしながら、漏水調査をしていく予定

でありますけれども、来年も年次計画を

立てながら、とにかく漏水防止に努めて

いきたいなというふうにも考えていると

ころであります。

　それから、先ほど原田委員の質問にも

ありました複線化の件ですけど、先ほど

も説明しましたように、整備の中で、来

年整備事業は十三高槻線、千里丘のまち

づくりの路線ということで、そのほか、

以前から場所的には中川荘園ということ

で、以前から老朽管があるということで、

そこも４年計画で上げています。そういっ

た中で、来年についてはまちづくりも終

わりますので、そういった面では、こと

し漏水調査もしていく中で、来年につい
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ては、整備も、多分箇所がふえてくるだ

ろうというふうに思います。一定そうい

うとこの整備事業は老朽管に多分回せる

だろうというふうに考えておりまして、

今年度には多少減額になっていますけれ

ども、来年度については、中身的にはそ

ういった面で整備ができるのかなという

ふうに考えておりますので、よろしくご

理解お願いします。

○山本靖一委員長　林課長。

○林浄水課長　それでは、電気保安点検

についてでございますが、電気保安点検

は太中浄水場と３送水所の電気設備でご

ざいます。電気事業法の第４２条の保安

規定によりまして、年１回の精密点検を

行っております。２０年度に比べまして、

２１年度５６万円程度上がっております

が、これは太中浄水場、建設以来ちょう

ど１０年になりますので、遮断機の精密

点検を追加した分が５６万４，０００円

ということでございます。

　続きまして集中監視装置ですが、集中

監視装置、これも太中浄水場から各送水

所の監視をしているものでございますが、

これも年１回の保守点検を行っておりま

す。前年度に比べまして、１０６万円減

額になっておりますが、交換部品等が減っ

ておりますので、そのための減額でござ

います。

　自家発電ですけれども、自家発電で２

回線受電になっているのに、何で同金額

かということなんですけれども、２回線

受電をやっておりますけれども、２回線

受電の保安的な要因で、バックアップと

いう形で、そのまま整備を行っておりま

す。といいますのは、中央送水所ですね、

常用のときが正雀変電所、予備電源のと

きが沢良宜変電所ですけれども、２０年

８月９日、両方の変電所とも落雷でやら

れてしまったということがありますので、

そういうことを防ぐためにやっぱり自家

発電は必要であるということで、自家発

電の保守点検、同金額を上げさせてもらっ

ております。

　それと、気曝槽でございますけれども、

気曝槽につきましては、気曝槽と濃縮槽

というので２０年度は２池やりましたけ

れども、来年度は濃縮槽の方はやらなく

ていいだろうという判断に立ちまして、

１５０万円の減としております。

　動力費につきましては、関西電力の案

内で、料金の見直しという形で経済産業

大臣に電気供給約款等の変更届を提出し、

平成２０年度９月１日からの電気料金を

見直すこととしました。また、今回の見

直しに伴い、燃料費調節制度における基

準燃料単価も変更となりますということ

で、８６９万７，０００円増額になって

おります。

　それから、薬品費でございますが、薬

品費、太中浄水場で水処理に使う薬品で

ございますが、およそ１０％の値上げと

いうことで、２０年度は自己水、１立方

当たり単価５円２８銭を見ておりますが、

２１年度につきましては５円８１銭を見

込んでおります。

　それと、気曝槽、ふたをやりましたが、

その効果といたしまして、苛性ソーダ約

３０％減を見込んでおります。

　受水費ですが、受水費につきましては、

２０万トン減という形で７７８万トンと

いう形で府の方より承認をもらっており

ます。

　それと、府営水が少なくならないと自

己水率が上がらないかということなんで

すけれども、自己水を上げましても、持っ

ていくところがないという形で、今後、

府営水の減量をしていただかなければ、

やっぱり上がってこないというところが

実情でございます。
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○山本靖一委員長　松井課長。

○松井営業課長　１番目の特別損失不納

欠損でございますが、特別損失につきま

しては、昨今、経済不況や企業倒産など

により増加の傾向になっておりますが、

その内容でございますが、水道料金とい

たしましては、総対象者は４１８者で、

１，００４万５，０００円となります。

　その内訳でございますが、転出先不明

等で３７１者、金額は５３７万２，００

０円。会社等の倒産によるもの１９社、

４４４万２，０００円。本人が死亡によ

るもの２８者、２３万１，０００円でご

ざいます。水道修繕料としまして６者、

１５万３，０００円。水道料金と修繕料

を合わせまして１，０１９万８，０００

円となります。これは議案第１１号の１

１ページに計上させていただいたもので

ございます。２０年度補正の分です。そ

こから消費税を抜きまして、９７１万２，

３８１円となるわけでございますが、こ

れは、平成２０年度の予算書の１５ペー

ジに計上させていただいたものでござい

ます。

　なお、欠損額が前年度よりふえました

主な理由としまして、会社倒産等による

もので、前年度より３１２万３，０００

円ふえたものでございます。

　あと、営業課の滞納額をふやさないと

いうことの取り組みでございますが、内

容としましては、常時の訪問徴収や督促、

催告状、給水停止の予告書並びに給水停

止処分、これを繰り返し、繰り返し実施

しまして、徴収強化に努めておるところ

でございます。

　続きまして、１７番目の４０ページの

印刷製本費の件でございますが、印刷製

本費につきましては、在庫のあるなし等

の調整を図りながら予算計上いたしてお

るわけでございますが、主な内容としま

しては、水道料金の納付書及び水道料金

督促分、催告分とか検針カード、検針用

ハンディーターミナルの伝票ですね、そ

れから窓あき封筒などがあるわけでござ

います。

　なお、総額が５０万円を超えるものに

つきましては、入札をしまして発注をい

たしておるところでございます。

　以上、よろしくお願い申し上げます。

○山本靖一委員長　乾次長。

○乾水道部次長　それでは、ご質問のう

ち、まず、給水収益が３，０００万円余

り対前年度比で減少しているが、これの

具体的な取り組み、対応はどうするのか

というようなお問いやと思いますが、こ

れにつきましては、一つは水ですね、水

道水のＰＲをせなあかん、使ってもらう

ＰＲをせなあかんということで、これは、

以前にもお話ししたかと思いますが、大

阪府、あるいは大阪府営水道協議会など

で協議して、水道水のＰＲパンフレット

などを府下の全小・中学校等に配布する

というようなこともしております。しか

し、なかなか効果は上がってないように

思っております。

　なかなか水需要がふえない、むしろど

んどん減少するのであれば、我々、費用

を削るしかないというふうに考えており

まして、水需要の減少に見合うだけの費

用の削減を図るということで、一つは、

企業債の抑制による支払利息の削減を考

えて実行しております。それから、もう

一つは、建設改良費の抑制による減価償

却費の削減ということで、これも、我々

努力しております。それからもう一つは、

先ほどから何度も申し上げてますが、大

阪府からの受水費を削減してまいりたい

というふうに思っております。

　それから、次に、水道事業の資金計画

につきましては、未収金の収入が３，０
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００万円ほど減少しているというご指摘

と思いますが、これは、平成１９年度で、

決算でもともと見込んでおった未収金が

３億７，７９４万１，５９３円ございま

したが、実際、決算を打ってみますと、

未収金は３億４，９８４万８，７９１円

ということで、３，０００万円近くこれ

で減少になっております。したがいまし

て、これはどういうことかと言いますと、

２０年度に持ち越す債権ですね、それが

減少しているということで、今後の２０

年度の債権が減少するということは、そ

の分、また、その翌年度での未収金が減

少して、結果的に資金比較として、未収

金の回収する収入分が減少するという、

ちょっと複雑な構造ですけれども、そう

いう玉突き式に減少してくる、結果的に

３，０００万円余り減少するというふう

に考えております。

　それから、純利益が１０億円超えてき

ていると、この内容についてということ

ですが、毎年、平成１４年の４月に料金

改定をさせていただいて以降、水道部で

はずっと黒字を計上させていただいてお

ります。近年、例えば、平成１７年度は

３億２，１７９万６，０００円の純利益、

１８年度が４億１，１８８万３，０００

円の純利益、１９年度で３億９８６万３，

０００円の純利益、２０年度で３億１，

９１６万４，０００円の純利益の見込み、

それから、２１年度はまた３億近くの純

利益が出るというふうに思っております

けれども、これは、先ほど給水収益のと

ころでちょっとお話ししましたとおり、

投資的経費を抑える中での減価償却費の

削減でありますとか、起債を抑える中で

の支払い利息の削減でありますとか、あ

るいは受水費を削減することによる利益

の確保ということで、それが積み上がっ

てきているものということでございます。

　それから、１９ページの時間外手当、

それから特殊勤務手当、宿日直手当等が

減少してきているが、その中身はという

ことでございますが、時間外手当につき

ましては、平成２１年度は、対前年度に

比べて水道部全体で７６１時間の削減を

図っております。その結果、こういう２

５０万４，０００円の減ということが出

てきております。

　それから、特殊勤務手当につきまして

も、職員数が減少しておるということで、

特殊勤務をする職員が減少しているとい

うことで、この額が減額となってきてお

るわけでございます。

　それから、宿日直手当につきましては、

これは、後で賃金の増加と裏腹の点でご

ざいますが、これまで宿日直は３人の当

直の嘱託員さんとそれから職員とのロー

テーションで宿日直をさせていただいて

ますが、２１年度からは当直の嘱託員さ

んを４名にふやして、職員の宿日直をで

きるだけ減少させるということを考えて

おります。その結果、５９万円ほどの減

額を見込んでおるものでございます。

　それから、職員数が５２名から４６名

に減少しておるということで、これの今

後の取り組みですか、これはどういうふ

うにしていくのかということかと思いま

すけれども、これは、職員数につきまし

ては、一般部局におけます、今度また第

４次の行財政改革実施計画を策定される

ことになると思います。国においても、

またいろいろ行財政の改革のための集中

改革プランなりをまた策定しなさいとい

うようなことが指導が出てくるのではな

いかというふうに思っております。そう

いう一般部局の動き、それから国の指導、

その内容等を踏まえて、職員数について

は、今後どういうふうに設定していくの

か考えていきたいというふうに思ってお
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ります。

　それから、非常勤職員の賃金が増加し

ているのは、ちょっと先ほども申し上げ

ましたが、２０年度は事務嘱託員２人、

当直嘱託員３人、浄水場嘱託員２人、浄

水場補助作業員２人、緊急用臨時用の職

員１人、それから短期臨時職員１人の計

１１人分で１，９２８万４，０００円を

計上させていただいておりましたけれど

も、２１年度は、事務嘱託員が２人、当

直嘱託員を４人、浄水場嘱託員２人、浄

水場補助作業員２人、緊急用臨時職員１

人の計１１人分で２，０７３万６，００

０円の賃金を計上しております。

　増加の理由は、短期臨時職員１人分は

削減しましたけれども、当直嘱託員を１

人ふやしましたので、差し引き１４５万

２，０００円の増加ということになって

おるものでございます。

　それから、研修費が減少をしているの

はなぜかということでございますが、職

員研修につきましては、本年度も水道技

術管理者研修とか、危険物取扱い試験講

習とか、防火管理者講習、ＯＡ研修など

を予定しておりますけれども、前年度と

比べまして産業廃棄物処理施設技術管理

者研修、これは６万３，０００円でござ

いましたけれども、それから、大型特殊

運転免許取得講習、これ、１３万３，３

５０円の費用でございましたが、それか

らまた石綿作業主任者技術講習、これは

１万１，０００円でございました。それ

から、危険物取扱い者保安講習、これが

１万８，８００円でございました。以上、

この四つ余りを削減したことによって、

トータルで２１万９，０００円の減となっ

ているものでございます。

　それから、防災対策事業でございます

が、防災対策事業の中身は、防災対策用

の備消耗品費、備消耗品を買う、これが

９９万２，０００円を計上しておりまし

て、この内容としましては、非常用の水

袋ですね、飲料水を配るための水袋です。

これを１，０００枚ほど購入したいとい

うふうに思っております。それからまた、

ポリタンク、これも臨時用で配るための

ものですが、このポリタンクも購入した

いと思っています。

　それから、ことし、新規では新型イン

フルエンザ用にマスクも購入したい。こ

れ、約３０万円ほど見込んでおりますけ

れども、そういったものを購入するため

に９９万２，０００円の備消耗品費を組

んでいること、それから、そういう防災

用資機材がかなりふえてきてますので、

それの整理用のスチール棚、こういった

ものも購入したいというふうに考えてい

まして、トータル１２２万７，０００円

の額というふうになっております。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　それでは、再度質問させ

ていただきます。

　特別損失におきましては、水道料金は

２年が時効になったんですかね。一応、

２年時効で、５年間は一応そういう形で

お願いするという形の取り組みをなされ

ていたかと思うんですけど、これは、２

年前というのか、それ以前から積み重なっ

てきて、いろいろそういう形で時間外と

か、お訪ねしたり、いろんな形で取り組

みをなされてきたけど、これだけの金額

は残ってくると。不納欠損になるという

取り組みで、これは多分、９９．７％は

回収されて、０．３％の回収できないと

ころの取り組みかとは思います。そうい

う形で努力されているのはよくわかるん

ですが、もう一度、その取り組みをお聞

かせ願いたいと思います。

　それと、給水収益と当年度純利益のと

ころで、これは、多分今のご説明では給
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水収益が上がらないところをいろんな形

で努力して、そういう形で純利益を上げ

られているというのは十分理解はできま

したが、昨年２．４％値下げしたにもか

かわらずといいますか、２．４％下げて

もまだ３億からの純利益が上がってくる

という形のところで、例えば、この経済

状況の中、公衆浴場などそういう市に対

して、いろんなふれあい入浴とか、そう

いう形で取り組んでおられるそういう業

者さんに対してのいろんな取り組みがで

きないのかという形のところをお聞かせ

願いたいと思います。

　それから、薬品費のところで、先ほど

お聞かせ願って、一応、気曝槽のふたが

できて、苛性ソーダですか、それが３０

％薬品費が節約できた。だけど、総体的

には１０％それぞれが上がってきている

ので、薬品費がこれだけかかるという形、

これは相手方があっての話かと思います

が、この薬品というのはやはり一律とい

うのか、薬なんかだったら、いろんな形

でジェネリックとかいろんな形のほかの

同じ効力を持っても、そういう種類の薬

という形のものがあろうかと思いますが、

こういう形の薬品費に関しては、どうい

う形の、今まで従来どおりの同じ一業者

というのか、同じ業者選定しかできない

のかどうか。それだけちょっとお聞かせ

願いたいと思います。

　それから、受水費でありますが、これ、

先ほどのご説明を聞きましたら、やっぱ

り府営水が少なくならないと、太中が稼

働率が上がってこないのか。その辺のと

ころ、もう一度お聞かせ願いたいと思い

ます。あくまでも府営水頼みというか、

府頼みで、これがふえてこないと、太中

のそういう設備も稼働できるものもでき

ないという形なのか。その辺、お聞かせ

願いたいと思います。

　あと、配水管整備事業のところで、過

去配水管のところで、洗管、昔はされて

いたかと思うんですけど、最近、この洗

管はどのような形で取り組まれていくの

か。また、千里丘に３００ミリが入って、

千里丘１丁目から６丁目ぐらいまでは一

応カバーできるというような形かと思い

ますが、これもあくまでも太中の自己水

が送れて初めて有効にこれが稼働すると

いうような形になろうかと思うんですけ

れども、その辺のご説明をよろしくお願

いします。

　それと、洗管に伴って、昨年事故があ

りました仕切弁ですね、そういう形の点

検というのは洗管にあわせて一緒にでき

るのかどうか。だから、私も現場で見て

おったところ、やっぱり弁が回りにくく

なっているというんだったら、事前にそ

の弁のさびがないかどうか、回るかどう

かというような確認を洗管のときにそう

いう形でできないものかどうか、その辺

のことをお聞かせ願いたいと思います。

　それと、もう１点、先ほど、聞くのが

飛んどったんですけど、鉛管対策で１，

０００万ほど予算を上げていただいてお

ります。これは、早い時期にそういう洗

管対策で、市内を一日も早い状況でこの

対策をされていると思いますが、一応、

平成２５年度に完成というか、終了とい

うようなご答弁を昨年聞いているかと思

いますが、この１，０００万円でこの日

にちというのか、それが早まるのかどう

か。その辺のことをお聞かせ願いたいと

思います。

　それと、最後に、防災対策のところで、

今お聞かせ願いましたような形で、非常

用水袋、なるほど消耗品を買われている

という形だったんですけれども、これ、

例えば一つのＰＲとして、各種地域で行

われています自主防災のときに、たしか
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味舌スポーツセンターでしたか、あそこ

のときには、多分地域の人にある程度何

枚かは配られていたかとは思うんですけ

れども、各この防災訓練のときに、こう

いうものも、これは総務防災課の管轄に

なるのかもわからないですけれども、水

道のＰＲという形でこういうものを配布

できないかどうか。そこのところをお聞

きしたいと思います。

○山本靖一委員長　松井課長。

○松井営業課長　特別損失の件なんです

が、一応、時効は２年ということになっ

ておるわけでございますが、これにつき

ましては、相手が時効の援用がない限り、

債権は残ってまいります。私ども水道部

としましたら、５年を経過した分につき

まして、徴収不可能と判断した分を計上

させていただいておるわけでございます。

　それと、取り組みの内容ですが、先ほ

ども訪問徴収と言いましたけれども、訪

問徴収で年間約２，０００万程度の分に

つきまして、訪問徴収をいたしておるわ

けでございます。

　なお、給水停止の処分なんですけれど

も、一応、本年度は２月末現在で１６０

件を超えております。

　鉛管対策事業でございますが、鉛管対

策につきましては、平成２１年度で１，

０００万円をアップして、４，６００万

円の予算計上をいたしておるわけでござ

いますが、平成２５年までにつきまして

は、一応、重点的にメーター回りの一次

側及び二次側の部分ですね、その部分を

重点にやってまいると。残りの３年間に

つきましては、二次側のみの分をやって

まいるというようなことで、今のところ

計画的には考えております。

　１，０００万を計上しましたところ、

前回にもちょっと申したんですけれども、

本管が塩ビ管の場合につきましては、鉛

管改修とあわせまして、整備する計画で

今現在進めておるわけでございます。工

事費が多額となりますが、財政と協議し

ながら、早期に解消すべく努力してまい

りたいという所存でございます。

　以上、ご理解賜りますようよろしくお

願い申し上げます。

○山本靖一委員長　原課長。

○原工務課長　洗管について、今後どう

なのかということでありますけど、洗管

については、平成６年まで安威川以南、

以北で隔年において洗管してきました。

そういう経緯があって、ただ、濁りの頻

度が年間通して少なくなりましたので、

そういった面では、洗管の効力があるの

かどうなのかも含めて、実際やったわけ

ですけど、それ以後、またマンション関

係が結構最近建ちまして、洗管すること

によって、マンションの受水槽に濁りが

入ると、そういうことも多々ありまして、

平成６年以降洗管がないということで、

ただ一部、濁るところがあれば、随時そ

の都度濁り水を出すということで、洗管

作業していたところでありますけれども、

２１年度については、洗管作業を予定し

ております。とりわけ、今まで聞いてい

る濁りの多いところを中心にしながら、

これは、洗管作業の職員が大体２人１組

で、大体２班から３班にかけて、各地域

のエリアでブロック割をしながら、洗管

していきたいと考えております。

　そのときに、昨年、事故のときに仕切

弁が確実に機能するかどうかという確認

ができないかということでありますけど、

洗管作業と申しますと、消火栓と、それ

からドレーン等で濁り水を出しますので、

大体流れの方向も一定の方向ということ

で、３班であれば、１班が洗管を開始す

れば、その１０分後に２班がするという

ことで、こういう引っ張っていくそうい
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う作業もありますので、その間において、

当然、仕切弁の確認ということであれば

断水を伴うわけですから、そこの洗管の

作業において断水を伴うということは、

かえって逆に濁り水がどこかに回るとい

う恐れも出てきますので、できるだけちょっ

と困難な状態等は考えてますけど、今後、

整備等の工事の中で、その仕切弁の改良

については、ある程度仕切弁の整備等、

維持管理事業等の中で断水しますので、

そのときに不能については全部新しい仕

切弁に変えていきたいなというふうに考

えております。それから、千里丘のガー

ドの件なんですけど、昨年、９月の末で

うちの方が大阪府のガード、府道のガー

ド事業について、３００の管を完成して

おります。水ももう張っております。た

だ、先ほど次長がお答えしましたように、

府との責任水量のバランスの問題があり

ますので、いずれそういう話がつければ、

千里丘の水も含めて送れるというふうに

考えておる。ただ今現在、もし事故があ

れば、緊急避難的に、今の３００から送

れるという状態はいつも保っているよう

な状態であります。

○山本靖一委員長　林課長。

○林浄水課長　薬品のことなんですけれ

ども、薬品には規格がございまして、Ｊ

ＷＷＡ、日本水道協会ですね、それの規

格がございまして、それの薬品を使用し

ているということでございます。苛性ソー

ダにつきましては、私どもは２０％溶液

を使用しております。次亜塩素酸ナトリ

ウムにつきましては、塩素有効量１０％

で計算をさせていただいております。

　それと、府営水の関係でございますけ

れども、承認水量２０年度７７８万トン

という形で承認させていただいておりま

すけれども、私ども５０万トン減という

形で申請させてもらいましたけれども、

２０万トンしか承認していただけなかっ

たということで、これからも努力しまし

て、減という方向で進んでいきたいと思

います。そうすれば、おのずと太中浄水

場の稼働率も上がってこようかと思いま

す。

○山本靖一委員長　乾次長。

○乾水道部次長　それでは、給水収益の

関係で、一昨年２．４％の値下げをして

いるけれども、まだ３億以上の利益が２

０年度に見込まれているやないかという

ことで、公衆浴場等の支援するような取

り組みができないかというご質問でござ

いますが、この点につきましては、また

実際、純利益についてはいろんな考え方

がございまして、使い方としまして、も

ちろん耐震性を高めるための工事をどん

どんしなさいとか、あるいは老朽管対策

もあわせてしなさいとか、先ほどから出

てます鉛管対策ももっと早い時間でして

しまいなさいとかいうようなこと、いろ

んな市民からはご要望があろうかと思う

んですけれども、そういったことをどん

どんやりましたら、３億というお金は本

当にすぐになくなりますので、そういう

のを早くする方がいいのか、それとも、

例えば、公衆浴場等を支援するような取

り組みをできないかといったこともあり

ますので、今後、充分、検討、研究して

まいりたいというふうに思っております。

　それから、防災対策の関係で、自主防

災組織などが訓練されるようなときに、

水袋などを配布できないかと。これは水

道のＰＲにもなるやないかというご指摘

でございます。水袋１０リットル用が、

１枚３００円ほどなんです。ですから、

それにこれを防災訓練されるときに配る

ということは、決してできないというこ

とではございませんので、この点につい

ても検討したいと思います。
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○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　最後に要望とさせていた

だきます。今、いろんな形で今後考えて

もらって、いろんな取り組みを今後とも

進めていただきますような、やっぱり有

効にお金は使ってもらうような形で、やっ

ぱりそのときに一番効果があるような取

り組みを今後ともしていただきたいこと

をお願いして、質問を終わらせてもらい

ます。

　ありがとうございました。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

　原田委員。

○原田平委員　先ほどの質問で、工事の

関係等でもう少しやりたかったんですが、

時間の関係でやれなかったんですが、土

木下水道部が２１年度事業計画というよ

うな、こういうことをやりますというこ

とを図面でくれております。それを、で

きたら委員、あるいは会派に１部でも、

どこで水道工事が行われるんだというこ

とぐらい、やはり議員は承知をしたいと

いうふうに思いますので、そういった資

料はいただけるものかどうか。委員長の

方でお取り計らいをいただきたいと思い

ます。

○山本靖一委員長　委員会として、また、

担当の方に申し入れをさせていただくよ

うにします。

　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　以上で質疑を終わり

ます。

　暫時休憩します。

（午後２時５５分　休憩）

（午後３時　　　　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　討論なしと認め、採

決いたします。

　議案第１号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第２号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第６号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第１０号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第１１号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第１４号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　これで、本委員会を閉会いたします。

（午後３時１分　閉会）

－48－



委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

建設常任委員長 山 本 靖 一

建設常任委員  木 村 勝 彦
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